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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　仮名に信用を与える信用保証システムであって、

　ネットワークに接続でき、仮名の利用を希望するユーザのユーザ装置と、

　前記ネットワークに接続でき、信用確認済みの前記ユーザの前記仮名が登録され、前記

仮名の信用を保証する事業者の事業者装置と、

　前記ネットワークに接続でき、前記ユーザ装置、及び、前記事業者装置と通信可能な第

３者装置と、を備え、

　前記事業者装置には、前記信用確認の際に前記ユーザから提供された住所確認が行える

住所確認可能書類、又は、前記信用確認の際に前記ユーザから提供された本人確認が行え

る本人確認可能書類が登録されており、

　前記事業者装置は、前記ユーザ装置から信用を保証する保証連絡の必要な前記第３者装

置の連絡を受けると、前記第３者装置宛に前記仮名が信用確認済みである旨の保証通知を

行うとともに、

　前記保証連絡で前記第３者装置宛に前記ユーザの前記住所確認可能書類又は前記本人確

認可能書類を提示する指示が含まれる場合、前記保証通知の際に、前記保証連絡で指定さ

れた前記住所確認可能書類又は前記本人確認可能書類を提示することを特徴とする信用保

証システム。

【請求項２】

　前記仮名は、前記事業者が前記ユーザごとに指定するユニークな第１特定情報である前
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記 ユ ー ザ 装 置 の Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ

ム 。

【 請 求 項 ３ 】

　 前 記 仮 名 は 、 前 記 事 業 者 が 前 記 仮 名 ご と に 指 定 す る ユ ニ ー ク な 第 ２ 特 定 情 報 を 含 む こ と

を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 ユ ー ザ 装 置 に は 、 公 開 さ れ な い ユ ニ ー ク な 識 別 情 報 を 有 し 、 前 記 信 用 保 証 シ ス テ ム

を 利 用 す る た め に 前 記 事 業 者 が 提 供 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン が イ ン ス ト ー ル さ れ て お り 、

　 前 記 ユ ー ザ 装 置 は 、 前 記 事 業 者 装 置 に 前 記 保 証 連 絡 を 行 う 際 に 、 前 記 事 業 者 装 置 に 前 記

識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 を 連 絡 し 、

　 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 保 証 連 絡 の 際 に 前 記 ユ ー ザ 装 置 か ら 連 絡 さ れ た 前 記 認 証 情 報 と

前 記 事 業 者 装 置 に 登 録 さ れ て い る 前 記 識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 に 基 づ い た 認 証 を ク リ ア し

た 場 合 、 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 前 記 保 証 通 知 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３

の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 信 用 確 認 の 内 容 は 、 前 記 ユ ー ザ の 住 所 の 確 認 を 含 み 、

　 前 記 保 証 通 知 は 、 前 記 仮 名 を 利 用 す る ユ ー ザ の 住 所 確 認 済 み の 通 知 で あ る こ と を 特 徴 と

す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 信 用 確 認 の 内 容 は 、 前 記 ユ ー ザ の 本 人 の 確 認 を 含 み 、

　 前 記 保 証 通 知 は 、 前 記 仮 名 を 利 用 す る ユ ー ザ の 本 人 確 認 済 み の 通 知 で あ る こ と を 特 徴 と

す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ７ 】

　 前 記 事 業 者 装 置 に は 、 前 記 ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 が 登

録 さ れ て お り 、

　 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 保 証 連 絡 で 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 前 記 ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー

ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 の う ち の い ず れ か を 提 示 す る 指 示 が 含 ま れ る 場 合 、 前 記 保 証

通 知 の 際 に 、 前 記 ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 の う ち の 指 定 さ

れ た 内 容 を 提 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用

保 証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ８ 】

　 前 記 事 業 者 装 置 は 、 所 定 の 地 域 ご と に 設 け ら れ て お り 、

　 前 記 仮 名 は 、 前 記 仮 名 を 登 録 す る 処 理 を 実 行 し た 前 記 事 業 者 装 置 に 固 有 の ユ ニ ー ク な 第

３ 特 定 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用 保

証 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ９ 】

　 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 保 証 通 知 後 に 、 信 用 確 認 済 み の 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 場 合 、 前

記 保 証 通 知 を 行 っ た 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 信 用 確 認 済 み 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 旨 の 通 知 を 行

う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 信 用 保 証 シ ス テ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 イ ン タ ー ネ ッ ト 社 会 が 進 展 す る に つ れ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 取

引 が 社 会 生 活 の 基 盤 と な っ て お り 、 個 人 情 報 の 漏 洩 等 の 事 例 を 基 に し た イ ン タ ー ネ ッ ト ユ

ー ザ の 匿 名 性 に 関 す る 意 識 調 査 や ネ ッ ト 上 に お い て 匿 名 の ま ま 売 買 を 行 う 上 で 検 討 を 要 す

る 制 度 的 な 事 項 の 整 理 等 の 報 告 が な さ れ て い る （ 非 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

【 先 行 技 術 文 献 】
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【 非 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ３ 】

【 非 特 許 文 献 １ 】 総 務 省 情 報 通 信 政 策 研 究 所 （ 調 査 研 究 部 ） 、 ＂ イ ン タ ー ネ ッ ト と 匿 名 性

＂ 、 ［ online］ 、 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 、 ［ 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ３ 日 検 索 ］ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 〈 UR

L： http://w w w.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2008/20

08-1-01.pdf〉

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 と こ ろ で 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ユ ー ザ は 、 個 人 情 報 を 開 示 し た く な い 場 合 、 実 名 の 代 わ り に

ハ ン ド ル ネ ー ム 等 を 用 い 、 ま た 、 住 所 、 電 話 番 号 、 Ｅ メ ー ル ア ド レ ス 等 の 個 人 が 特 定 さ れ

る 可 能 性 が あ る 情 報 を 開 示 し な い こ と で 、 個 人 情 報 が 一 般 に 知 ら れ る こ と を 避 け る 手 立 て

を 講 じ て い る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 し か し な が ら 、 例 え ば 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で の 売 買 等 の 商 取 引 等 に お い て は 、 ハ ン ド ル

ネ ー ム だ け で は 信 用 が 得 ら れ ず 、 そ の 商 取 引 等 を 行 う ユ ー ザ が 個 人 情 報 を 開 示 し た く な い

と 考 え て い て も 、 個 人 情 報 （ 実 名 、 住 所 、 電 話 番 号 、 Ｅ メ ー ル ア ド レ ス 等 ） を 開 示 す る こ

と に な る 場 合 が 多 い の が 実 情 で あ る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 ま た 、 ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス や ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク ゲ ー ム に お い て も 匿

名 性 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 問 題 や 犯 罪 に 類 す る 事 例 等 が 発 生 し 、 信 用 あ る ハ ン ド ル ネ ー

ム 同 士 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 望 ま れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る ユ ー

ザ の 仮 名 に 信 用 を 与 え 、 個 人 情 報 等 を 開 示 し な け れ ば な ら な い 場 面 を 抑 制 す る こ と が で き

る 信 用 保 証 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 本 発 明 は 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 以 下 の 構 成 に よ っ て 把 握 さ れ る 。

（ １ ） 本 発 明 の 信 用 保 証 シ ス テ ム は 、 仮 名 に 信 用 を 与 え る 信 用 保 証 シ ス テ ム で あ っ て 、 ネ

ッ ト ワ ー ク に 接 続 で き 、 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ の ユ ー ザ 装 置 と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク

に 接 続 で き 、 信 用 確 認 済 み の 前 記 ユ ー ザ の 前 記 仮 名 が 登 録 さ れ 、 前 記 仮 名 の 信 用 を 保 証 す

る 事 業 者 の 事 業 者 装 置 と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 で き 、 前 記 ユ ー ザ 装 置 、 及 び 、 前 記 事

業 者 装 置 と 通 信 可 能 な 第 ３ 者 装 置 と 、 を 備 え 、 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 ユ ー ザ 装 置 か ら 信

用 を 保 証 す る 保 証 連 絡 の 必 要 な 前 記 第 ３ 者 装 置 の 連 絡 を 受 け る と 、 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 前

記 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知 を 行 う 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

（ ２ ） 上 記 （ １ ） の 構 成 に お い て 、 前 記 仮 名 は 、 前 記 事 業 者 が 前 記 ユ ー ザ ご と に 指 定 す る

ユ ニ ー ク な 第 １ 特 定 情 報 を 含 む 。

【 ０ ０ １ ０ 】

（ ３ ） 上 記 （ １ ） 又 は （ ２ ） の 構 成 に お い て 、 前 記 仮 名 は 、 前 記 事 業 者 が 前 記 仮 名 ご と に

指 定 す る ユ ニ ー ク な 第 ２ 特 定 情 報 を 含 む 。

【 ０ ０ １ １ 】

（ ４ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ３ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 ユ ー ザ 装 置 に は 、 公 開

さ れ な い ユ ニ ー ク な 識 別 情 報 を 有 し 、 前 記 信 用 保 証 シ ス テ ム を 利 用 す る た め に 前 記 事 業 者

が 提 供 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン が イ ン ス ト ー ル さ れ て お り 、 前 記 ユ ー ザ 装 置 は 、 前 記 事 業 者

装 置 に 前 記 保 証 連 絡 を 行 う 際 に 、 前 記 事 業 者 装 置 に 前 記 識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 を 連 絡 し

、 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 保 証 連 絡 の 際 に 前 記 ユ ー ザ 装 置 か ら 連 絡 さ れ た 前 記 認 証 情 報 と

前 記 事 業 者 装 置 に 登 録 さ れ て い る 前 記 識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 に 基 づ い た 認 証 を ク リ ア し

た 場 合 、 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 前 記 保 証 通 知 を 行 う 。
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【 ０ ０ １ ２ 】

（ ５ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ４ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 信 用 確 認 の 内 容 は 、 前

記 ユ ー ザ の 住 所 の 確 認 を 含 み 、 前 記 保 証 通 知 は 、 前 記 仮 名 を 利 用 す る ユ ー ザ の 住 所 確 認 済

み の 通 知 で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

（ ６ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ５ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 信 用 確 認 の 内 容 は 、 前

記 ユ ー ザ の 本 人 の 確 認 を 含 み 、 前 記 保 証 通 知 は 、 前 記 仮 名 を 利 用 す る ユ ー ザ の 本 人 確 認 済

み の 通 知 で あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

（ ７ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ６ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 事 業 者 装 置 に は 、 前 記

ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 が 登 録 さ れ て お り 、 前 記 事 業 者 装

置 は 、 前 記 保 証 連 絡 で 前 記 第 ３ 者 装 置 宛 に 前 記 ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及

び 、 電 話 番 号 の う ち の い ず れ か を 提 示 す る 指 示 が 含 ま れ る 場 合 、 前 記 保 証 通 知 の 際 に 、 前

記 ユ ー ザ の 氏 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 の う ち の 指 定 さ れ た 内 容 を 提 示

す る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

（ ８ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ７ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 事 業 者 装 置 は 、 所 定 の

地 域 ご と に 設 け ら れ て お り 、 前 記 仮 名 は 、 前 記 仮 名 を 登 録 す る 処 理 を 実 行 し た 前 記 事 業 者

装 置 に 固 有 の ユ ニ ー ク な 第 ３ 特 定 情 報 を 含 む 。

【 ０ ０ １ ６ 】

（ ９ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ８ ） の い ず れ か １ つ の 構 成 に お い て 、 前 記 事 業 者 装 置 は 、 前 記 保

証 通 知 後 に 、 信 用 確 認 済 み の 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 場 合 、 前 記 保 証 通 知 を 行 っ た 前 記 第 ３

者 装 置 宛 に 信 用 確 認 済 み 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 旨 の 通 知 を 行 う 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ １ ７ 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る ユ ー ザ の 仮 名 に 信 用 を 与 え 、 個 人 情 報 等 を 開

示 し な け れ ば な ら な い 場 面 を 抑 制 す る こ と が で き る 信 用 保 証 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と が で

き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ １ ８ 】

【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 の 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ

ァ イ ル を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 の 主 な 処 理 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 初 回 登 録 処 理 を 実 行 す る と き に 事 業 者 装 置 が ユ ー ザ

装 置 の 表 示 部 に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 第 １ 特 定 情 報 共 通 登 録 処 理 を 実 行 す る と き に 事 業 者

装 置 が ユ ー ザ 装 置 の 表 示 部 に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 実 名 や 現 住 所 と い っ た 個 人 情 報 を 開 示 し な い 形 で 仮

名 が 確 か に 実 在 の 住 所 を 有 す る ユ ー ザ が 使 用 し て い る も の で あ る こ と を 保 証 す る 保 証 通 知

を 行 う 場 合 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 登 録 内 容 変 更 処 理 を 実 行 す る と き に 事 業 者 装 置 が ユ

ー ザ 装 置 の 表 示 部 に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ９ 】 本 発 明 に 係 る 第 ２ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 １ ０ 】 本 発 明 に 係 る 第 ２ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 の 記 憶 部 に 記 憶 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報

フ ァ イ ル を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 １ １ 】 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 図 １ ２ 】 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の サ ブ の 事 業 者 装 置 の 主 な 処 理 を 説 明 す る た め の 図

で あ る 。
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【 図 １ ３ 】 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の メ イ ン の 事 業 者 装 置 の 主 な 処 理 を 説 明 す る た め の

図 で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ １ ９ 】

　 以 下 、 添 付 図 面 を 参 照 し て 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 （ 以 下 、 実 施 形 態 ） に つ い て

詳 細 に 説 明 す る 。

　 な お 、 実 施 形 態 の 説 明 の 全 体 を 通 し て 同 じ 要 素 に は 同 じ 番 号 を 付 し て い る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

（ 第 １ 実 施 形 態 ）

　 図 １ は 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 図 １ に 示 す よ う に 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ と 、 第

３ 者 装 置 ３ ０ と 、 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 ユ ー ザ 装 置 １ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 デ ス ク ト ッ プ 型 の Ｐ Ｃ 、 ノ ー ト Ｐ Ｃ 、 及 び 、 ス

マ ー ト フ ォ ン 等 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 な 機 器 で あ っ て 、 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ

（ 自 然 人 で あ る 個 人 又 は 法 人 等 ） が 使 用 す る 機 器 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 た だ し 、 図 １ に 示 す ユ ー ザ 装 置 １ ０ は 、 あ く ま で も 一 例 で あ っ て 、 例 え ば 、 タ ブ レ ッ ト

端 末 等 で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 デ ス ク ト ッ プ 型 の Ｐ Ｃ 等 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続

可 能 な 機 器 で あ っ て 、 ユ ー ザ が 使 用 す る 仮 名 に 信 用 を 与 え る 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 提 供 す

る 事 業 者 が 使 用 す る 機 器 で あ り 、 よ り 具 体 的 に は 、 事 業 者 が 仮 名 を 使 用 す る ユ ー ザ の 個 人

情 報 を 確 認 す る こ と で 信 用 確 認 済 み の 仮 名 で あ る こ と を 保 証 す る こ と だ け を 行 う こ と を 目

的 と し た 、 ユ ー ザ が 使 用 す る 仮 名 に 信 用 を 与 え る 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 想 定 し て い る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 つ ま り 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 、 ユ ー ザ と 第 ３ 者 と の 間 の 商 取 引 等 で 発 生 す る 金 銭 の 授

受 、 現 金 価 値 の あ る ポ イ ン ト の 付 与 、 商 品 の 受 け 渡 し と い っ た 商 取 引 等 の 内 容 に 介 入 す る

こ と は 想 定 し て い な い 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 た だ し 、 図 １ に 示 す 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 あ く ま で も 一 例 で あ っ て 、 例 え ば 、 業 務 用 サ ー

バ ー 等 で あ っ て も よ く 、 以 降 で 説 明 す る 処 理 が 可 能 な 機 器 で あ れ ば よ い 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 ま た 、 事 業 者 は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 提 供 す る １ つ の 法 人 で あ る 場 合 も あ る が 、 信 用

保 証 シ ス テ ム １ を 提 供 す る た め に 提 携 関 係 に あ る 複 数 の 法 人 等 を 含 む 場 合 も あ る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 第 ３ 者 装 置 ３ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 デ ス ク ト ッ プ 型 の Ｐ Ｃ 等 の ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続

で き 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ 、 及 び 、 事 業 者 装 置 ２ ０ と 通 信 可 能 な 機 器 で あ っ て 、 ユ ー ザ 、 及 び

、 事 業 者 以 外 の 第 ３ 者 が 使 用 す る 機 器 で あ り 、 例 え ば 、 第 ３ 者 の 一 例 と し て は 、 ユ ー ザ が

商 取 引 等 を 行 う 相 手 等 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 な お 、 図 １ に 示 す 第 ３ 者 装 置 ３ ０ は 、 あ く ま で も 一 例 で あ っ て 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ と 同 様

に 、 ノ ー ト Ｐ Ｃ 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 及 び 、 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 次 に 、 図 １ か ら 図 ３ を 参 照 し な が ら 、 よ り 詳 細 な 事 業 者 装 置 ２ ０ の 説 明 を 行 う と と も に

、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ の 動 作 等 に つ い て の 説 明 を 行 う 。

　 図 ２ は 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ブ ロ ッ ク 図 で あ り 、 図 ３ は 本 発 明

に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 記 憶 部 ２ １ Ａ に 記 憶 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ

ル を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
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【 ０ ０ ３ １ 】

　 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 各 種 の 処 理 を 実 行 す る た め の 本 体 部 ２

１ と 、 本 体 部 ２ １ と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 各 種 の 表 示 を 行 う た め の 表 示 部 ２ ２ と 、 各 種 の

操 作 を 行 う た め の 操 作 部 ２ ３ と 、 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 例 え ば 、 図 １ に 示 す よ う に 、 表 示 部 ２ ２ は 液 晶 モ ニ タ 等 で あ り 、 操 作 部 ２ ３ は キ ー ボ ー

ド や マ ウ ス （ 図 示 せ ず ） 等 で あ る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 一 方 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 本 体 部 ２ １ は 、 例 え ば 、 Ｒ Ｏ Ｍ （ Ｒ ｅ ａ ｄ 　 Ｏ ｎ ｌ ｙ 　 Ｍ ｅ

ｍ ｏ ｒ ｙ ） 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Ｒ ａ ｎ ｄ ｏ ｍ 　 ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ 　 ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ ） 等 に よ っ て 構 成 さ れ

、 プ ロ グ ラ ム や デ ー タ 等 を 記 憶 す る 記 憶 部 ２ １ Ａ と 、 記 憶 部 ２ １ Ａ に 記 憶 さ れ た プ ロ グ ラ

ム に 従 っ て 各 種 の 処 理 を 実 行 し 、 全 体 的 な 制 御 を 司 る 制 御 部 と し て 機 能 す る Ｃ Ｐ Ｕ ２ １ Ｂ

と 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し た 通 信 を 行 う た め の 通 信 部 ２ １ Ｃ と 、 そ れ ら 記 憶 部 ２ １ Ａ 、 Ｃ Ｐ

Ｕ ２ １ Ｂ 、 及 び 、 通 信 部 ２ １ Ｃ を 通 信 可 能 に 接 続 す る バ ス ２ １ Ｄ と 、 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 な お 、 表 示 部 ２ ２ 、 及 び 、 操 作 部 ２ ３ も 本 体 部 ２ １ の 図 示 し な い 接 続 ポ ー ト に 接 続 さ れ

る こ と で バ ス ２ １ Ｄ を 介 し て 本 体 部 ２ １ の 構 成 要 素 （ 記 憶 部 ２ １ Ａ 、 Ｃ Ｐ Ｕ ２ １ Ｂ 、 及 び

、 通 信 部 ２ １ Ｃ 等 ） と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 記 憶 部 ２ １ Ａ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 プ ロ グ ラ ム 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ａ と 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶

領 域 ２ １ Ａ Ｂ と 、 一 時 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｃ と 、 そ の 他 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｄ と 、 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 プ ロ グ ラ ム 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ａ は 、 各 種 の プ ロ グ ラ ム を 記 憶 す る 領 域 で あ っ て 、 例 え ば 、

事 業 者 装 置 ２ ０ に 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 動 作 を 実 現 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 等 が 記

憶 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ は 、 後 ほ ど 説 明 す る よ う に し て 、 信 用 確 認 が 行 わ れ た 信 用

確 認 済 み の 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 記 憶 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 具 体 的 に は 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル は 、 信 用 確 認 の 済 ん だ 信 用 確 認 済 み の ユ ー ザ の 仮 名 を

登 録 す る ご と に 作 成 さ れ る フ ァ イ ル で あ り 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル は 、

仮 名 情 報 Ａ と 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ と 、 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ と 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ と 、 を

備 え て い る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 仮 名 情 報 Ａ は 、 第 １ 特 定 情 報 と 、 第 ２ 特 定 情 報 と 、 ハ ン ド ル ネ ー ム と 、 を 含 ん で い る 。

　 第 １ 特 定 情 報 は 、 事 業 者 （ 事 業 者 装 置 ２ ０ ） が ユ ー ザ を 識 別 （ よ り 正 確 に は 、 ユ ー ザ 装

置 １ ０ を 識 別 ） す る た め の 識 別 情 報 で あ り 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時 に 、 事

業 者 が ユ ー ザ （ ユ ー ザ 装 置 １ ０ ） ご と に 指 定 す る ユ ニ ー ク な 情 報 （ 番 号 、 コ ー ド 等 ） で あ

る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 例 え ば 、 第 １ 特 定 情 報 に は 、 通 信 可 能 な 機 器 ご と に 与 え ら れ て い る Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス 等 を

使 用 す る こ と が 可 能 で あ り 、 事 業 者 が ユ ー ザ 装 置 １ ０ の Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス を 第 １ 特 定 情 報 に

指 定 す る こ と で 、 各 ユ ー ザ を 識 別 （ よ り 正 確 に は 、 各 ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 識 別 ） す る 情 報 を

与 え る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 こ の 第 １ 特 定 情 報 は 、 同 一 の ユ ー ザ が 複 数 の 仮 名 の 登 録 を 希 望 す る と き に 、 そ れ ら 複 数

の 仮 名 が 同 一 ユ ー ザ の も の で あ る こ と を 事 業 者 （ 事 業 者 装 置 ２ ０ ） が 認 識 す る こ と を 可 能

と す る た め に 設 け ら れ た も の で あ る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 た だ し 、 第 １ 特 定 情 報 は 、 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス に 限 ら れ ず 、 事 業 者 自 身 が ユ ー ザ （ よ り 正 確
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に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ ） ご と に 発 行 す る ユ ニ ー ク な Ｉ Ｄ の よ う な も の で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 第 ２ 特 定 情 報 は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ 上 で の ユ ー ザ の 仮 名 に 使 用 す る た め に 事 業 者 が 指

定 す る ユ ニ ー ク な 情 報 で あ り 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時 に 登 録 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 ハ ン ド ル ネ ー ム は 、 上 述 の よ う に 、 第 ２ 特 定 情 報 を 使 用 し た 仮 名 が ユ ー ザ に 与 え ら れ 、

そ れ が 信 用 保 証 シ ス テ ム １ 上 で の 実 名 に 変 わ る 名 前 と し て 機 能 す る た め 必 須 の 要 件 で は な

い 。

　 し か し 、 第 ２ 特 定 情 報 が ユ ニ ー ク な 情 報 で あ る こ と か ら 、 ア ル フ ァ ベ ッ ト や 数 字 等 の 並

び で 構 成 さ れ る た め 人 名 ら し く な い も の と な る こ と か ら 、 例 え ば 、 事 業 者 と の や り 取 り 等

の 際 に 人 名 ら し い 呼 び 名 で 呼 ん で ほ し い と 考 え る ユ ー ザ の た め に 設 け ら れ て い る も の で あ

る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 し た が っ て 、 ハ ン ド ル ネ ー ム は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ 上 で の 各 ユ ー ザ の 識 別 等 に 用 い る

も の で は な い た め 、 同 じ ハ ン ド ル ネ ー ム の ユ ー ザ が 複 数 存 在 し た と し て も 信 用 保 証 シ ス テ

ム １ 上 は 問 題 が な い た め 、 ユ ー ザ の 希 望 に よ っ て ユ ー ザ の 好 む 呼 び 名 と し て 登 録 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ は 、 仮 名 に 対 応 す る ユ ー ザ の 現 実 の 情 報 で あ り 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 実

名 、 現 住 所 、 Ｅ メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 等 を 含 ん で い る 。

　 た だ し 、 必 ず し も 、 こ れ ら 全 て を 含 ん で い る 必 要 は な く 、 例 え ば 、 電 話 番 号 を 含 ん で い

な い よ う な 場 合 も あ り 、 逆 に 、 こ れ 以 外 の も の （ 例 え ば 、 生 年 月 日 等 ） が 含 ま れ て い る 場

合 も あ る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 な お 、 ユ ー ザ が 自 然 人 で は な く 、 法 人 で あ る 場 合 に は 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ は 、 そ の 法 人 の

名 称 を 含 み 、 実 名 は そ の 法 人 の 責 任 者 氏 名 （ 代 表 者 氏 名 ） を 意 味 し 、 現 住 所 は 、 法 務 局 の

登 記 簿 謄 本 等 に 登 録 さ れ て い る そ の 法 人 の 所 在 地 （ 居 所 ） を 意 味 し 、 電 話 番 号 は 、 そ の 法

人 の 代 表 電 話 番 号 等 を 意 味 す る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 こ の ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ に 登 録 さ れ る 項 目 は 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時 に 、 事

業 者 が 行 う 信 用 確 認 の た め に 、 ユ ー ザ が 事 業 者 に 提 出 す る 信 用 確 認 書 類 に 基 づ い て 確 認 が

行 わ れ た も の で あ る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ は 、 後 ほ ど 説 明 す る よ う に 、 ユ ー ザ か ら の 通 知 を 受 け て 、 事 業 者 が

ユ ー ザ の 希 望 す る 第 ３ 者 に 対 し て 、 信 用 確 認 済 み の ユ ー ザ の 仮 名 で あ る こ と を 保 証 す る 保

証 通 知 を 行 っ た 場 合 に 登 録 さ れ 、 ど の よ う な 第 ３ 者 に 保 証 通 知 を 行 っ た の か が わ か る よ う

に し た 履 歴 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 こ の た め 、 第 ３ 者 宛 に 保 証 通 知 を 行 っ た と き に 事 業 者 が 発 行 す る 、 そ の 保 証 通 知 の 番 号

で あ る 発 行 管 理 番 号 、 保 証 通 知 を 行 っ た 日 に ち で あ る 発 行 年 月 日 、 保 証 通 知 の 内 容 （ 保 証

通 知 内 容 ） 、 保 証 通 知 を 行 っ た 第 ３ 者 と 連 絡 を 取 る た め の 第 ３ 者 装 置 連 絡 先 等 を 一 連 の 登

録 内 容 と し て 、 こ の 一 連 の 登 録 内 容 が 保 証 通 知 を 行 う ご と に 登 録 さ れ 、 蓄 積 さ れ た 履 歴 に

な っ て い る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

　 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ は 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ に 登 録 さ れ て い る 内 容 に 間 違 い が な い こ と を

事 業 者 が 確 認 す る た め に 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時 に 、 ユ ー ザ が 事 業 者 に 提

出 し た 書 類 （ 書 類 の 写 し 含 む ） で あ り 、 言 い 換 え れ ば 、 事 業 者 が ユ ー ザ の 信 用 確 認 を 行 う

た め に 用 い た 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ で あ る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 例 え ば 、 信 用 確 認 書 類 と し て は 、 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 証 、 年 金 手 帳 、 パ ス ポ ー ト 、 住

民 票 、 戸 籍 謄 本 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 が 例 示 で き 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ は 、 図 ３ に 示
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す よ う に 、 ユ ー ザ の 信 用 確 認 の た め に 用 い た 運 転 免 許 証 、 パ ス ポ ー ト 、 住 民 票 、 戸 籍 謄 本

、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の 書 類 を 電 子 化 （ 例 え ば 、 Ｐ Ｄ Ｆ 化 ） し て デ ー タ 化 し た も の で あ

る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 た だ し 、 信 用 確 認 書 類 は 、 上 記 の よ う な も の に 限 ら れ る 必 要 は な く 、 公 共 料 金 の 契 約 書

や 郵 便 又 は 宅 配 業 者 の 受 取 伝 票 等 で あ っ て も よ い 。

　 し か し な が ら 、 信 用 確 認 書 類 は 、 ユ ー ザ の 本 人 の 確 認 が 正 確 に 行 え る 公 的 機 関 が 発 行 す

る 本 人 確 認 可 能 書 類 （ 例 え ば 、 運 転 免 許 証 、 運 転 履 歴 証 明 書 、 健 康 保 険 証 （ 公 的 医 療 保 険

の 被 保 険 者 証 ） 、 身 体 障 害 者 手 帳 、 在 留 カ ー ド 、 特 別 永 住 者 証 明 書 、 児 童 扶 養 手 当 証 書 、

特 別 児 童 扶 養 手 当 証 書 、 年 金 手 帳 、 パ ス ポ ー ト （ 旅 券 ） 、 住 民 票 、 戸 籍 謄 本 、 マ イ ナ ン バ

ー カ ー ド 等 ） が 好 ま し く 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ は 、 ユ ー ザ の 信 用 確 認 の た め に 用 い た 公

的 機 関 が 発 行 す る 本 人 確 認 可 能 書 類 の 写 し （ 運 転 免 許 証 、 パ ス ポ ー ト 、 住 民 票 、 戸 籍 謄 本

、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の Ｐ Ｄ Ｆ フ ァ イ ル 等 で の 写 し ） で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 な お 、 日 本 で は 、 本 人 確 認 可 能 書 類 と し て 、 一 般 に 、 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 証 、 年 金 手

帳 、 パ ス ポ ー ト 、 住 民 票 、 戸 籍 謄 本 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 が 例 示 で き 、 信 用 確 認 書 類 デ

ー タ Ｄ も 、 ユ ー ザ の 信 用 確 認 の た め に 用 い た 運 転 免 許 証 、 パ ス ポ ー ト 、 住 民 票 、 戸 籍 謄 本

、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の Ｐ Ｄ Ｆ フ ァ イ ル 等 で の 写 し と な る 場 合 が 多 い と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 し か し 、 ユ ー ザ の 中 に は 、 日 本 以 外 の 地 域 に 在 住 す る ユ ー ザ で あ る 場 合 も 考 え ら れ る た

め 、 当 然 、 そ の よ う な 日 本 以 外 に 住 所 の あ る ユ ー ザ は 、 そ の 住 所 の あ る 国 で 、 本 人 確 認 可

能 書 類 と し て 、 一 般 に 、 用 い ら れ て い る 書 類 を 提 出 す れ ば よ い た め 、 上 記 信 用 確 認 書 類 （

本 人 確 認 可 能 書 類 を 含 む ） の 例 は 、 極 一 例 で あ る こ と に 留 意 さ れ た い 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 ま た 、 上 記 で 説 明 し た 図 ３ に 示 す ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル は 、 図 示 し な い そ の 他 の 情 報 を 含

ん で い て も よ い 。

　 例 え ば 、 後 述 す る よ う に 、 本 実 施 形 態 で は 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時 に 、

ユ ー ザ 装 置 １ ０ に は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 利 用 す る た め に 事 業 者 が 提 供 す る 専 用 の ア プ

リ ケ ー シ ョ ン が イ ン ス ト ー ル さ れ る こ と に な る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 な お 、 こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 、 公 開 鍵 暗 号 方 式 （ 公 開 鍵 ・ 秘 密 鍵 暗 号 を 利 用 す る 方 式

） で ユ ー ザ 装 置 １ ０ と 事 業 者 装 置 ２ ０ の 間 の 通 信 を 行 う も の に な っ て お り 、 情 報 漏 洩 等 を

防 止 す る も の に な っ て い る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 そ し て 、 こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ご と に 与 え ら れ た 事 業 者 以 外 に 公

開 さ れ な い ユ ニ ー ク な 識 別 情 報 （ ア プ リ 識 別 情 報 と も い う 。 ） を 有 す る も の と な っ て お り

、 図 ３ で は 図 示 を 省 略 し て い る が 、 こ の ア プ リ 識 別 情 報 も ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に は 登 録 さ

れ て い る 。

　 な お 、 こ の ア プ リ 識 別 情 報 が 、 事 業 者 に よ っ て 、 ど の よ う に 利 用 さ れ る の か は 後 述 す る

。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 図 ２ に 示 す 一 時 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｃ は 、 プ ロ グ ラ ム 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ａ に 記 憶 さ れ て い る 各

種 の プ ロ グ ラ ム を 実 行 す る と き の プ ロ グ ラ ム 展 開 領 域 と し て 機 能 す る と と も に 、 プ ロ グ ラ

ム を 実 行 す る 上 で 生 成 さ れ る デ ー タ 等 が 一 時 記 憶 さ れ る 領 域 と し て 機 能 す る

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 図 ２ に 示 す そ の 他 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｄ は 、 上 記 で 説 明 し た 以 外 の も の で 事 業 者 装 置 ２ ０ に

記 憶 さ せ る 必 要 が あ る も の 等 が 記 憶 さ れ る 領 域 で あ る 。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 な お 、 上 記 で は 、 記 憶 部 ２ １ Ａ が 事 業 者 装 置 ２ ０ の 本 体 部 ２ １ に 内 蔵 さ れ て い る 形 態 を

示 し て い る が 、 記 憶 部 ２ １ Ａ は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 接 続 さ れ た 外 部 記 憶 装 置 を 含 む も の で
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あ っ て も よ い 。

　 ま た 、 記 憶 部 ２ １ Ａ は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 例 え ば 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て ア ク セ ス 可

能 に 、 事 業 者 装 置 ２ ０ と 離 れ た 位 置 に 設 置 さ れ た 外 部 記 憶 装 置 を 含 ん で い て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 こ の よ う に 、 記 憶 部 ２ １ Ａ が 外 部 記 憶 装 置 を 含 む も の と す る こ と で 、 デ ー タ 容 量 が 多 く

な る こ と が 予 想 さ れ る ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 記 憶 さ れ る 内 容 を 記 憶 容 量 の 大 き な

外 部 記 憶 装 置 に 持 た せ る こ と で 事 業 者 装 置 ２ ０ の 動 作 速 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 な お 、 外 部 記 憶 装 置 を 用 い る 場 合 、 外 部 記 憶 装 置 が １ つ で あ る 必 要 は な く 、 複 数 の 外 部

記 憶 装 置 を 用 い る よ う に し て も よ い こ と は 言 う ま で も な い 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 次 に 図 ４ を 主 に 参 照 し な が ら 信 用 保 証 シ ス テ ム １ の 全 体 的 な 流 れ 等 を 説 明 す る 。

　 図 ４ は 本 発 明 に 係 る 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 を 説 明 す る た め の 図 で あ

る 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 事 業 者 の 操 作 に よ っ て 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 稼 働 指 示 を 受 け

る と 、 図 ４ に 示 す 処 理 が 開 始 さ れ る 。

　 な お 、 図 ４ に 示 す 処 理 は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ の Ｃ Ｐ Ｕ ２ １ Ｂ が プ ロ グ ラ ム と の 協 業 で 制 御

部 と し て 機 能 し て 行 う も の で あ る か ら 、 処 理 を 行 う 主 体 は Ｃ Ｐ Ｕ ２ １ Ｂ と な る が 、 事 業 者

装 置 ２ ０ の 機 能 と し て 行 わ れ る 処 理 で あ る こ と に 変 わ り は な い た め 、 以 下 で は 、 処 理 の 主

体 を 事 業 者 装 置 ２ ０ と し て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 図 ４ に 示 す よ う に 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 稼 働 指 示 を 受 け 、

処 理 を 開 始 す る と 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０

、 及 び 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ の い ず れ か の ス テ ッ プ が Ｙ Ｅ Ｓ と な る の を 監 視 す る 監 視 ル ー プ 処

理 を 実 行 す る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 そ し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 事 業 者 の 操 作 に よ っ て 、 事 業 者 装 置 停 止 処 理 を 受 け る と （

ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 処 理 を 終 了 す る こ と に な る 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 例 え ば 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ が Ｙ Ｅ Ｓ と な る 操 作 を 事 業 者 が 行 う 場 合 の 事 例 と し て は 、 メ ン

テ ナ ン ス 作 業 等 の た め に 事 業 者 装 置 ２ ０ の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 処 理 を 停 止 さ せ る

必 要 が あ る と き や 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 受 付 時 間 外 と な る 場 合 が 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 な お 、 例 示 と し て 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と し て の 受 付 時 間 外 と な る 場 合 を 挙 げ た が 、 必

ず し も 、 受 付 時 間 が 設 け ら れ る も の で は な く 、 メ ン テ ナ ン ス 作 業 以 外 の と き に は 、 ２ ４ 時

間 、 ３ ６ ５ 日 稼 働 し て い る 状 態 に な っ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 一 方 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 操 作 し 、 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ の 運 営 す る 信 用 保 証

シ ス テ ム １ の サ イ ト 又 は 直 接 サ ー バ ー に ア ク セ ス し て 、 仮 名 を 登 録 す る 申 請 を 行 い 、 事 業

者 装 置 ２ ０ が 仮 名 登 録 申 請 を 受 け 付 け る と （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １

に 進 み 、 そ の ユ ー ザ が 仮 名 の 登 録 実 績 の あ る ユ ー ザ で あ る か の 判 定 を 事 業 者 装 置 ２ ０ は 行

う 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 こ の 判 定 は 、 本 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ に お い て 、 同 じ ユ ー ザ が 複 数 の 仮 名 を 登

録 で き る も の と し て い る た め 、 既 に 、 仮 名 の 登 録 実 績 の 有 る ユ ー ザ の 場 合 、 登 録 に 際 し て

の 信 用 確 認 が 既 に 終 わ っ て い る た め 、 そ れ に 対 応 し た 登 録 処 理 （ 後 述 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ）

を 行 え ば よ く 、 一 方 、 新 規 の ユ ー ザ で あ る 場 合 に は 、 そ れ に 対 応 し た 登 録 処 理 （ 後 述 の ス

テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） を 行 う こ と に な る た め で あ る 。

【 ０ ０ ７ ２ 】
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　 具 体 的 に 、 ス テ ッ プ ２ １ の 登 録 実 績 の 有 無 を 確 認 す る 判 定 に つ い て 説 明 す る と 、 先 に 、

図 ３ を 参 照 し て 説 明 し た よ う に 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 識 別 に 使 用

す る 情 報 と し て の 第 １ 特 定 情 報 が 登 録 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 例 え ば 、 先 に 説 明 し た よ う に 、 事 業 者 が 第 １ 特 定 情 報 に Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス を 指 定 し て い る

場 合 、 通 信 が 可 能 な 機 器 は 、 デ ー タ ・ パ ケ ッ ト の 通 信 の 際 に 必 ず Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス が パ ケ ッ

ト に 含 ま れ て い る た め 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 受 け 付 け た （ 受 信 し た ） 仮 名 登 録 申 請 に 含 ま

れ て い る Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス （ 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス と も い う 。 ） と 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １

Ａ Ｂ に 記 憶 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ て い る Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス （ 登 録 Ｍ Ａ Ｃ ア ド

レ ス と も い う 。 ） と 、 の 照 合 を 行 う 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 そ し て 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス と 同 じ 登 録 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス

が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 存 在 す れ ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 登 録 実 績 有 り （ ス テ

ッ プ Ｓ ２ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） と 判 定 し て ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ の 処 理 に 進 む 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 逆 に 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス と 同 じ 登 録 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス が

登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 存 在 し な け れ ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 登 録 実 績 無 し （ ス

テ ッ プ Ｓ ２ １ ： Ｎ Ｏ ） と 判 定 し て ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ の 処 理 に 進 む 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 な お 、 先 に 少 し 触 れ た よ う に 、 本 実 施 形 態 で は 、 後 ほ ど 説 明 す る ユ ー ザ の 仮 名 の 登 録 時

に 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 利 用 す る た め に 事 業 者 が 提 供 す る 専 用 の

ア プ リ ケ ー シ ョ ン が イ ン ス ト ー ル さ れ る こ と に な り 、 そ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 、 事 業 者 装

置 ２ ０ と の 通 信 に 際 し て ア プ リ 識 別 情 報 を 事 業 者 装 置 ２ ０ に 送 る も の と な っ て い る 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 そ し て 、 そ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 、 新 た に 別 の 仮 名 の 登 録 を 行 い た い 場 合 の 操 作 も で き

る よ う に な っ て お り 、 こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 利 用 し て 、 仮 名 登 録 申 請 が 行 わ れ た 場 合 に

は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ア プ リ 識 別 情 報 を 受 信 す る こ と に な る の で 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域

２ １ Ａ Ｂ に 記 憶 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 同 じ ア プ リ 識 別 情 報 が 登 録 さ れ た ユ ー ザ

情 報 フ ァ イ ル が 存 在 す る か 否 か を 基 準 と し て ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 判 定 を 行 う こ と も 可 能 で あ

る 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 た だ し 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 利 用 し て 、 仮 名 登 録 申 請 が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 事 業

者 装 置 ２ ０ は 、 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス を 受 信 す る こ と に な る の で 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 利 用 し て

、 仮 名 登 録 申 請 が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス に 基 づ い た 判 定 を ス テ ッ プ Ｓ

２ １ で 行 う よ う に し て も よ い こ と は 言 う ま で も な い 。

【 ０ ０ ７ ９ 】

　 そ し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 判 定 が Ｎ Ｏ で あ る 場 合 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２

に 進 み 、 初 め て の ユ ー ザ に 対 し て 行 わ れ る 初 回 登 録 処 理 を 実 行 す る 。

【 ０ ０ ８ ０ 】

　 図 ５ は 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） を 実 行 す る と き に 事 業 者 装 置 ２ ０ が ユ ー ザ 装 置

１ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

　 な お 、 図 ５ で は ユ ー ザ 装 置 １ ０ が ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ と し て 利 用 で き る ス マ ー ト フ ォ ン で

あ る 場 合 を 例 に 示 し た も の に な っ て い る 。

　 つ ま り 、 ス マ ー ト フ ォ ン に 遠 隔 地 の 装 置 と の 間 で 動 画 の や り 取 り が 可 能 な ア プ リ が 既 に

イ ン ス ト ー ル さ れ て い る も の と し て 話 を 進 め る 。

　 た だ し 、 最 近 の Ｐ Ｃ 関 係 は 初 め か ら ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 備 え て い る の で そ の よ う な ユ ー

ザ 装 置 １ ０ を 想 定 し て い る と 考 え て も よ い 。

【 ０ ０ ８ １ 】

　 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 判 定 が Ｎ Ｏ で あ る 場 合 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 ユ ー

ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 仮 名 の 新 規 登 録 を 行 う た め の 案 内 画 面 を 表 示 さ せ る 。
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【 ０ ０ ８ ２ 】

　 そ し て 、 図 ５ で は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ が ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 利 用 で き る ス マ ー ト フ ォ ン で

あ る 場 合 を 例 に し て い る の で 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ の 「 Ｙ Ｅ Ｓ 」 を ク リ

ッ ク （ タ ッ チ ） す る 操 作 を 実 行 す る と 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ が 受 付 担 当 （ 保 証 太 郎 ） に 接 続

さ れ る 。

　 よ り 正 確 に は 、 接 続 す る た め の Ｉ Ｐ ア ド レ ス 等 を 問 い 合 わ せ る 画 面 等 が 表 示 さ れ 、 そ れ

ら の 入 力 等 が 終 わ る と ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ が 受 付 担 当 （ 保 証 太 郎 ） に 接 続 さ れ る 。

【 ０ ０ ８ ３ 】

　 な お 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ が ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ と し て 利 用 で き ず 、 ユ ー ザ が 「 Ｎ Ｏ 」 を 選 択

し た 場 合 に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ に は 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 使 用 せ ず に 仮 名 の

新 規 登 録 を 行 う 方 法 が 表 示 さ れ る 。

【 ０ ０ ８ ４ 】

　 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 使 用 せ ず に 仮 名 の 新 規 登 録 を 行 う 方 法 と し て は 、 例 え ば 、 最 寄 り の

仮 名 の 新 規 登 録 の 行 え る 店 舗 （ 本 事 業 の 提 携 業 者 の 申 請 取 り 扱 い 店 舗 含 む ） を 紹 介 、 又 は

、 受 付 担 当 者 （ 保 証 太 郎 ） が ユ ー ザ の 自 宅 に 伺 う 案 内 等 が 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ８ ５ 】

　 な お 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 使 用 せ ず に 仮 名 の 新 規 登 録 を 行 う 方 法 と し て は 、 例 え ば 、 本

事 業 の 提 携 業 者 に 郵 便 又 は 宅 配 業 者 が 含 ま れ る 場 合 に は 、 そ の 業 者 （ 郵 便 又 は 宅 配 業 者 ）

が ユ ー ザ の 自 宅 に 伺 う よ う な こ と も 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ８ ６ 】

　 話 を も と に 戻 す と 、 受 付 担 当 者 と ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ が 繋 が る と 、 例 え ば 、 受 付 担 当 者 の

指 示 に 従 っ て 、 仮 名 の 新 規 登 録 を 進 め る こ と に な る 。

　 ま ず 、 受 付 担 当 者 は 、 ユ ー ザ に ど の よ う な 保 証 内 容 に し た い の か を 確 認 す る 。

　 そ し て 、 ユ ー ザ が 第 ３ 者 に 対 し て 事 業 者 に 保 証 し て も ら い た い 内 容 が 実 在 の 住 所 を 有 す

る こ と で あ れ ば 、 受 付 担 当 者 は 、 少 な く と も 、 そ の 実 在 の 住 所 を 証 明 す る こ と が で き る 書

類 （ 信 用 確 認 書 類 ） を ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ に 映 る よ う に 指 示 し 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ 上 の 書 類

（ 信 用 確 認 書 類 ） を 、 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ （ 例 え ば 、 Ｐ Ｄ Ｆ ） と し て 取 得 す る 処 理 を 行

う 。

　 ま た 、 こ の と き に 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ 上 の ユ ー ザ の 写 真 を 取 得 す る 処 理 を 行 っ て も よ い

。

【 ０ ０ ８ ７ 】

　 た だ し 、 本 実 施 形 態 で は 、 受 付 担 当 者 が ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ で ユ ー ザ に 指 示 を 行 う も の と

し て い る が 、 受 付 担 当 者 に 代 え て 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ に 映 る 画 像 を 解 析 す る 画 像 解 析 プ ロ

グ ラ ム （ 顔 認 証 プ ロ グ ラ ム 等 ） と 音 声 ガ イ ダ ン ス 等 で 無 人 対 応 で き る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ８ 】

　 な お 、 信 用 確 認 書 類 に ユ ー ザ の 写 真 が 掲 載 さ れ て い る も の で な い 場 合 に は 、 書 類 の 信 用

性 を 担 保 す る た め に 、 ２ つ 以 上 の 異 な る 書 類 を 取 得 す る 処 理 と し て も よ い 。

　 例 え ば 、 信 用 確 認 書 類 が 住 民 票 で あ る 場 合 に 、 そ の 住 民 票 に 記 載 さ れ て い る ユ ー ザ の 実

名 と 同 じ 実 名 が 確 認 で き る 住 民 票 以 外 の 書 類 と し て 健 康 保 険 証 を 合 わ せ て 取 得 す る 処 理 と

し て も よ い 。

【 ０ ０ ８ ９ 】

　 ま た 、 ユ ー ザ が 第 ３ 者 に 対 し て 事 業 者 に 保 証 し て も ら い た い 内 容 が 本 人 確 認 で き る こ と

で あ れ ば 、 受 付 担 当 者 は 、 少 な く と も 、 信 用 確 認 書 類 と し て 、 本 人 確 認 が で き る 書 類 （ 例

え ば 、 運 転 免 許 証 、 運 転 経 歴 証 明 書 、 パ ス ポ ー ト （ 旅 券 ） 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 、 身 体 障

碍 者 手 帳 、 在 留 カ ー ド 、 特 別 永 久 者 証 明 書 、 社 員 証 、 学 生 証 、 健 康 保 険 証 （ 公 的 医 療 保 険

の 被 保 険 者 証 ） 、 年 金 手 帳 、 児 童 扶 養 手 当 証 書 、 特 別 児 童 扶 養 手 当 証 書 等 の い ず れ か の 書

類 ） と い っ た 本 人 確 認 可 能 書 類 を ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ に 映 る よ う に 指 示 し 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １

２ 上 の 書 類 （ 信 用 確 認 書 類 ） を 、 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ （ 例 え ば 、 Ｐ Ｄ Ｆ ） と し て 取 得 す

る 処 理 を 行 う 。

【 ０ ０ ９ ０ 】
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　 な お 、 こ の 場 合 で も 本 人 が 確 認 で き る 書 類 に 写 真 が 掲 載 さ れ て い る も の で な い 場 合 に は

、 書 類 の 信 用 性 を 担 保 す る た め に 、 ２ つ 以 上 の 異 な る 書 類 を 取 得 す る 処 理 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ９ １ 】

　 こ の よ う に 、 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ を 取 得 し 、 ユ ー ザ の 信 用 確 認 が 終 わ る と 、 受 付 担 当

者 は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ を 操 作 し て 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ で 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 利 用 す る た め

の 専 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 送 る 作 業 を 行 う と と も に 、 こ の ユ ー ザ の た め の ユ ー ザ 情 報 フ

ァ イ ル を ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 登 録 す る 作 業 を 行 い 、 さ ら に 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ

ル に 登 録 さ れ た ユ ー ザ の 個 人 情 報 に 関 す る 事 業 者 の 利 用 規 約 を 送 る 作 業 を 行 う 。

　 こ の よ う に し て 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） が 終 了 す る と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、

再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 を 実 行 す る 。

【 ０ ０ ９ ２ 】

　 な お 、 図 ４ で は 記 載 を 省 略 し て い る が 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ

２ ２ ） が 終 了 し 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 前 に 、 ユ ー ザ が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の

内 容 を 確 認 す る た め の デ ー タ を ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 送 信 す る 。

【 ０ ０ ９ ３ 】

　 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 仮 名 情 報 Ａ の う ち の 第 ２ 特 定 情 報 、

ハ ン ド ル ネ ー ム の 内 容 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 内 容 、 及 び 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ と し て 保 管

（ 登 録 ） さ れ て い る 書 類 の 書 類 名 等 を ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 送 信 す る 。

【 ０ ０ ９ ４ 】

　 な お 、 受 付 担 当 者 が 、 ユ ー ザ に ど の よ う な 保 証 内 容 に し た い の か を 確 認 し た と き に 、 ユ

ー ザ か ら ハ ン ド ル ネ ー ム の 登 録 希 望 が あ れ ば 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に ハ ン ド ル ネ ー ム の 登

録 が 行 わ れ る こ と に な り 、 希 望 が な け れ ば ハ ン ド ル ネ ー ム の 登 録 が 行 わ れ な い こ と に な る

。

【 ０ ０ ９ ５ 】

　 ま た 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） の と き に 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 通 し て 、 受 付 担

当 者 が ユ ー ザ に 専 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン の イ ン ス ト ー ル 方 法 や 使 用 方 法 を 簡 単 に 説 明 す る

よ う に し て も よ い し 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ た ユ ー ザ の 個 人 情 報 に 関 す る 事 業 者

の 利 用 規 約 に つ い て の 口 頭 で の 説 明 も 行 う よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ９ ６ 】

　 一 方 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 判 定 が Ｙ Ｅ Ｓ で あ る 場 合 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３

に 進 み 、 以 前 に 仮 名 の 登 録 実 績 が あ る ユ ー ザ に 対 し て 行 わ れ る 第 １ 特 定 情 報 共 通 登 録 処 理

を 実 行 し て 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 を 実 行 す る 。

【 ０ ０ ９ ７ 】

　 図 ６ は 第 １ 特 定 情 報 共 通 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） を 実 行 す る と き に 事 業 者 装 置 ２ ０

が ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 ０ ０ ９ ８ 】

　 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 判 定 が Ｙ Ｅ Ｓ で あ る 場 合 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 ユ

ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 以 前 に 仮 名 の 登 録 実 績 が あ る 場 合 の 案 内 画 面 を 表 示

さ せ る 。

【 ０ ０ ９ ９ 】

　 そ し て 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ の 「 Ｙ Ｅ Ｓ 」 を ク リ ッ ク （ タ ッ チ ） す る

操 作 を 実 行 す る と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 仮 名 情 報 Ａ の 第 １ 特 定 情 報 、 ハ ン ド ル ネ ー ム 、 ユ

ー ザ 実 情 報 Ｂ 、 及 び 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ を 以 前 に 登 録 し た 内 容 と 同 じ 内 容 と す る と と

も に 、 新 た な 第 ２ 特 定 情 報 を 登 録 し た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ

に 登 録 し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ０ ０ 】

　 な お 、 こ の 場 合 に は 、 新 た な 第 ２ 特 定 情 報 を 使 用 し た 仮 名 で 、 ま だ 、 第 ３ 者 宛 に 保 証 通

知 が 行 わ れ て い な い た め 、 当 然 、 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ は 空 欄 の 状 態 と さ れ て い る 。

　 ま た 、 先 の 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） で 説 明 し た の と 同 様 に 、 図 ４ で は 記 載 を 省

略 し て い る が 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 第 １ 特 定 情 報 共 通 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） が 終 了
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し 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 前 に 、 ユ ー ザ が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 を 確 認 す

る た め の デ ー タ を ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 送 信 す る 。

【 ０ １ ０ １ 】

　 つ ま り 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 例 え ば 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 仮 名 情 報 Ａ の う ち の 第 ２ 特

定 情 報 、 ハ ン ド ル ネ ー ム の 内 容 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 内 容 、 及 び 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ と

し て 保 管 （ 登 録 ） さ れ て い る 書 類 の 書 類 名 等 を ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 送 信 す る 。

【 ０ １ ０ ２ 】

　 ま た 、 第 １ 特 定 情 報 共 通 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） の 場 合 に は 、 既 に ユ ー ザ 装 置 １ ０

に は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 利 用 す る た め に 事 業 者 が 提 供 す る 専 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン が

イ ン ス ト ー ル さ れ て い る 状 態 に な っ て い る た め 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 送 付 は 行 わ れ な い 。

【 ０ １ ０ ３ 】

　 一 方 、 ユ ー ザ が 、 図 ６ に 示 す 画 面 の 表 示 に お い て 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ の 「 Ｎ

Ｏ 」 を ク リ ッ ク （ タ ッ チ ） す る 操 作 を 実 行 す る と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 先 ほ ど 図 ５ で 示 し

た の と 同 様 に 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ の 利 用 で き る 機 器 の 場 合 に 「 Ｙ Ｅ Ｓ 」 を ク リ ッ ク し 、 ウ

ェ ブ カ メ ラ １ ２ の 利 用 で き な い 機 器 の 場 合 に 「 Ｎ Ｏ 」 を ク リ ッ ク す る 画 面 を ユ ー ザ 装 置 １

０ の 表 示 部 １ １ に 表 示 さ せ る 処 理 を 行 う 。

【 ０ １ ０ ４ 】

　 そ し て 、 例 え ば 、 ユ ー ザ に よ っ て 「 Ｙ Ｅ Ｓ 」 が ク リ ッ ク さ れ た 場 合 に は 、 先 ほ ど と 同 様

に 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ が 受 付 担 当 者 に 接 続 さ れ 、 受 付 担 当 者 が ユ ー ザ か ら 以 前 の 登 録 内 容

か ら の 変 更 点 等 を 伺 い 、 そ の 変 更 内 容 に 即 し た 内 容 で 、 新 た な 第 ２ 特 定 情 報 新 を 有 す る ユ

ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 登 録 さ れ る 。

　 た だ し 、 こ の 場 合 で も 、 仮 名 情 報 Ａ の 第 １ 特 定 情 報 に つ い て は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 識 別

す る 情 報 で あ る た め 、 変 更 さ れ る こ と な く 、 以 前 に 登 録 さ れ て い る 内 容 が そ の ま ま 登 録 さ

れ る 。

【 ０ １ ０ ５ 】

　 な お 、 変 更 内 容 に 伴 っ て 、 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ の 追 加 登 録 、 又 は 、 削 除 が 伴 う 場 合 に

は 、 当 然 、 そ の 処 理 も 行 わ れ る 。

【 ０ １ ０ ６ 】

　 一 方 、 ユ ー ザ に よ っ て 「 Ｎ Ｏ 」 が ク リ ッ ク さ れ た 場 合 に は 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ

２ ２ ） の と き と 同 様 に 、 ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ を 使 用 せ ず に 仮 名 の 登 録 を 行 う 方 法 、 例 え ば 、

最 寄 り の 仮 名 の 登 録 の 行 え る 店 舗 （ 本 事 業 の 提 携 業 者 の 申 請 取 り 扱 い 店 舗 含 む ） の 紹 介 、

又 は 、 受 付 担 当 者 が ユ ー ザ の 自 宅 に 伺 う 案 内 等 が 行 わ れ る 。

【 ０ １ ０ ７ 】

　 以 上 の よ う に し て 、 信 用 確 認 済 み の ユ ー ザ の 仮 名 が 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ る こ と に

な る 。

【 ０ １ ０ ８ 】

　 次 に 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 操 作 し 、 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ

ル の 登 録 内 容 を 確 認 す る た め の 登 録 内 容 照 会 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ） が 行 わ れ る と （ ス テ

ッ プ Ｓ ３ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 そ れ を 受 信 し た 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 ま ず 、 ユ

ー ザ 装 置 １ ０ の 認 証 判 定 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ） 。

【 ０ １ ０ ９ 】

　 こ の 登 録 内 容 照 会 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に イ ン ス ト ー ル さ れ て い

る ア プ リ ケ ー シ ョ ン で 行 う こ と に な り 、 こ の 申 請 が 行 わ れ る と き に は 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン

か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に ア プ リ ケ ー シ ョ ン ご と に 与 え ら れ た 事 業 者 以 外 に 公 開 さ れ な い ユ ニ

ー ク な 識 別 情 報 （ ア プ リ 識 別 情 報 ） を 含 む 認 証 情 報 が 送 ら れ る こ と に な る 。

【 ０ １ １ ０ 】

　 し た が っ て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ （ イ ン ス ト ー ル さ れ た ア プ リ ケ ー シ ョ

ン ） が 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 内 容 照 会 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ） を 行 う 際 に 連 絡 す る ア プ リ

識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 を 含 む 認 証

情 報 に 基 づ い た 認 証 を 行 い 、 認 証 を ク リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 ス テ ッ
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プ Ｓ ３ ２ に 進 み 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 登 録 内 容 を 通 知 す る 登 録 内 容 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ

３ ２ ） を 実 行 し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ １ １ 】

　 具 体 的 に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 内 容 照 会 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ０

） が 行 わ れ る 場 合 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ は 、 認 証 情 報 と し て 、 先 に 説 明 し た ア プ リ 識 別 情 報 と

第 ２ 特 定 情 報 と を 事 業 者 装 置 ２ ０ に 向 け て 送 信 し 、 そ れ を 受 信 し た 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ

ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ 中 の 第 ２ 特 定 情 報 が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 参 照 し 、

そ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 と 、 送 信 さ れ て き た ア プ リ 識 別

情 報 が 一 致 す る か を 確 認 し 、 一 致 し た 場 合 に は 、 認 証 を ク リ ア し た も の と 判 定 （ ス テ ッ プ

Ｓ ３ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） し 、 一 致 し な い 場 合 に は 認 証 を ク リ ア し な い も の と 判 定 （ ス テ ッ プ Ｓ ３

１ ： Ｎ Ｏ ） す る 。

【 ０ １ １ ２ 】

　 な お 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら は 、 デ ー タ ・ パ ケ ッ ト の 通 信 の 際 に パ ケ ッ ト に 含 ま れ る ユ ー

ザ 装 置 １ ０ の Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス （ 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス ） も 送 ら れ て く る こ と に な る の で 、 例

え ば 、 認 証 情 報 と し て 、 ア プ リ 識 別 情 報 と 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス を 用 い て 、 事 業 者 装 置 ２ ０

が 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ 中 の 送 信 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ

ル を 参 照 し 、 そ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 と 、 送 信 さ れ て き

た ア プ リ 識 別 情 報 が 一 致 す る か を 確 認 す る も の と し て も よ い 。

【 ０ １ １ ３ 】

　 た だ し 、 こ の 場 合 に は 、 複 数 の 仮 名 の 登 録 の あ る ユ ー ザ の 場 合 、 複 数 の ユ ー ザ 情 報 フ ァ

イ ル が 発 見 さ れ る こ と に な る の で 、 複 数 の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 発 見 さ れ た 場 合 、 事 業 者

装 置 ２ ０ は 、 第 ２ 特 定 情 報 で ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 絞 り 込 み を 行 っ て 、 そ の 絞 り 込 ま れ た

１ つ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の ア プ リ 識 別 情 報 と の 一 致 又 は 不 一 致 に 基 づ い て 認 証 判 定 を 行

う 。

【 ０ １ １ ４ 】

　 そ し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 認 証 を ク リ ア し な い 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ： Ｎ Ｏ ） 、 図 ４

で は 図 示 を 省 略 し て い る が 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 事 業 者 の 担 当 者 の 連 絡 先 （ 例 え ば お 問 合 せ

電 話 番 号 ） を 送 信 し 、 ユ ー ザ に 事 業 者 の 担 当 者 と 連 絡 を 取 る こ と を 促 し 、 一 方 、 認 証 を ク

リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 照 会 要 求 が 正 規 の ユ ー ザ か ら で あ る こ と が 確

認 で き た の で 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 登 録 内 容 を 通 知 す る 登 録 内 容 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ３

２ ） を 実 行 し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ １ ５ 】

　 こ こ で 行 わ れ る ユ ー ザ 装 置 １ ０ 宛 に 登 録 内 容 を 通 知 す る 登 録 内 容 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ

３ ２ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 に 合 わ せ た 内 容 と し て 実 行 さ れ る 。

　 例 え ば 、 登 録 内 容 の 全 部 を 照 会 す る 要 求 で あ れ ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 、 仮 名 情 報 Ａ の 第

２ 特 定 情 報 、 ハ ン ド ル ネ ー ム 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 内 容 全 て 、 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ の 内 容 全

て 、 及 び 、 信 用 確 認 書 類 デ ー タ Ｄ の 全 て が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 送 付 さ れ る こ と に な る 。

　 な お 、 仮 名 情 報 Ａ の 第 １ 特 定 情 報 が 送 付 さ れ な い の は 、 上 記 の よ う に セ キ ュ リ テ ィ に 関

連 す る 情 報 と し て 使 用 さ れ る 可 能 性 が あ る た め で あ る 。

【 ０ １ １ ６ 】

　 一 方 、 仮 名 情 報 Ａ だ け を 照 会 す る 要 求 で あ れ ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 、 仮 名 情 報 Ａ の 第 ２

特 定 情 報 、 ハ ン ド ル ネ ー ム が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 送 付 さ れ る こ と に な り 、 ユ ー ザ 実 情 報

Ｂ だ け を 照 会 す る 要 求 で あ れ ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 内 容 全 て が ネ ッ ト

ワ ー ク を 介 し て 送 付 さ れ る こ と に な る 。

【 ０ １ １ ７ 】

　 ま た 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 電 話 番 号 だ け や Ｅ メ ー ル ア ド レ ス だ け と い っ た 照 会 の 要 求 で あ

れ ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 、 ユ ー ザ 実 情 報 Ｂ の 電 話 番 号 だ け や Ｅ メ ー ル ア ド レ ス だ け が ネ ッ

ト ワ ー ク を 介 し て 送 付 さ れ る こ と に な る 。

【 ０ １ １ ８ 】

　 次 に 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 操 作 し 、 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 保 証 連 絡 申 請 （ ス
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テ ッ プ Ｓ ４ ０ ） が あ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ が Ｙ Ｅ Ｓ と な り 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ

Ｓ ４ １ に 進 む 。

【 ０ １ １ ９ 】

　 つ ま り 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら 信 用 を 保 証 す る 保 証 連 絡 の 必 要 な 第 ３

者 装 置 ３ ０ の 連 絡 を 受 け る （ 第 ３ 者 装 置 ３ ０ の 連 絡 先 を 受 信 す る ） と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は

、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に ユ ー ザ の 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知 を 行 う 保 証 通 知 処

理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） を 実 行 す る こ と に な る が 、 こ こ で も 、 先 ほ ど と 同 様 に 、 ま ず 、 保 証

連 絡 の 要 求 が 正 規 の ユ ー ザ か ら で あ る か を 確 認 す る た め に 認 証 を 行 い 、 認 証 を ク リ ア し た

場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） に 保 証 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） を 実 行 す る 。

【 ０ １ ２ ０ 】

　 こ こ で の 認 証 も 先 ほ ど と 同 様 で あ る た め 、 簡 単 に 説 明 す る に 留 め る が 、 保 証 連 絡 申 請 （

ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に イ ン ス ト ー ル さ れ て い る ア プ リ ケ ー シ ョ ン で 行 う

こ と に な り 、 こ の 申 請 が 行 わ れ る と き に は 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に ア プ

リ ケ ー シ ョ ン ご と に 与 え ら れ た 事 業 者 以 外 に 公 開 さ れ な い ユ ニ ー ク な 識 別 情 報 （ ア プ リ 識

別 情 報 ） を 含 む 認 証 情 報 が 送 ら れ る こ と に な る 。

【 ０ １ ２ １ 】

　 し た が っ て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ （ イ ン ス ト ー ル さ れ た ア プ リ ケ ー シ ョ

ン ） が 事 業 者 装 置 ２ ０ に 保 証 連 絡 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ） を 行 う 際 に 連 絡 す る ア プ リ 識 別

情 報 を 含 む 認 証 情 報 と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報

に 基 づ い た 認 証 を 行 い 、 認 証 を ク リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 保 証 通 知 処

理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） を 実 行 し 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に ユ ー ザ の 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る

旨 の 保 証 通 知 を 行 い 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ２ ２ 】

　 具 体 的 に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に 保 証 連 絡 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ） が

行 わ れ る 場 合 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ は 、 認 証 情 報 と し て 、 先 に 説 明 し た ア プ リ 識 別 情 報 と 第 ２

特 定 情 報 と を 事 業 者 装 置 ２ ０ に 向 け て 送 信 し 、 そ れ を 受 信 し た 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ

情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ 中 の 第 ２ 特 定 情 報 が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 参 照 し 、 そ の

ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 と 、 送 信 さ れ て き た ア プ リ 識 別 情 報

が 一 致 す る か を 確 認 し 、 一 致 し た 場 合 に は 、 認 証 を ク リ ア し た も の と 判 定 （ ス テ ッ プ Ｓ ４

１ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） し 、 一 致 し な い 場 合 に は 認 証 を ク リ ア し な い も の と 判 定 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ：

Ｎ Ｏ ） す る 。

【 ０ １ ２ ３ 】

　 そ し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 認 証 を ク リ ア し て い な い と 判 定 し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １

： Ｎ Ｏ ） 、 図 ４ で は 図 示 を 省 略 し て い る が 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 事 業 者 の 担 当 者 の 連 絡 先 （

例 え ば お 問 合 せ 電 話 番 号 ） を 送 信 し 、 ユ ー ザ に 事 業 者 の 担 当 者 と 連 絡 を 取 る こ と を 促 し 、

一 方 、 認 証 を ク リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 保 証 連 絡 要 求 が 正 規 の ユ ー ザ

か ら で あ る こ と が 確 認 で き た の で 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 保 証 通 知 を 行 う 保 証 通 知 処 理 （ ス

テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） を 実 行 し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ２ ４ 】

　 な お 、 こ こ で 行 わ れ る 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 保 証 通 知 を 通 知 す る 保 証 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ

Ｓ ４ ２ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 に 合 わ せ た 内 容 と し て 実 行 さ れ る 。

　 例 え ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 が 、 登 録 時 の 信 用 確 認 の 内 容 が ユ ー ザ の 住 所 の 確 認

で あ っ た こ と に 対 応 し て 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に ユ ー ザ の 使 用 す る 仮 名 が 確 か に 実 在 の 住 所

を 有 す る ユ ー ザ が 使 用 し て い る も の で あ る こ と を 保 証 す る 保 証 通 知 だ け で あ る 場 合 に は 、

実 名 や 現 住 所 と い っ た 個 人 情 報 を 開 示 し な い 形 で の 保 証 通 知 が 行 わ れ る 。

【 ０ １ ２ ５ 】

　 図 ７ は 、 実 名 や 現 住 所 と い っ た 個 人 情 報 を 開 示 し な い 形 で 仮 名 が 確 か に 実 在 の 住 所 を 有

す る ユ ー ザ が 使 用 し て い る も の で あ る こ と を 保 証 す る 保 証 通 知 を 行 う 場 合 の 一 例 を 示 す 図

で あ り 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 事 業 者 装 置 ２ ０ が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 通 知 す る 保 証 通 知 に

添 付 さ れ る 保 証 通 知 書 の 一 例 で あ る 。
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　 た だ し 、 保 証 通 知 自 体 に 文 面 等 が な く 、 単 に 保 証 通 知 書 を 送 る 処 理 だ け の 場 合 が あ る た

め 、 保 証 通 知 は 単 に 保 証 通 知 書 を 送 る こ と だ け を 意 味 す る 場 合 が あ る 。

【 ０ １ ２ ６ 】

　 な お 、 図 ７ で は 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ を 使 用 す る 者 が 「 株 式 会 社 Ｔ Ｔ Ｔ 」 の 名 前 が 「 Ｒ Ｒ Ｒ

」 で あ る も の と し て 記 載 し て い る 。

　 ま た 、 こ の 保 証 通 知 書 は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に あ ら か じ め 準 備 さ れ て い る テ ン プ レ ー ト に

即 し て 事 業 者 装 置 ２ ０ が 発 行 し た も の で あ っ て も よ い 。

【 ０ １ ２ ７ 】

　 図 ７ に 示 す よ う に 、 こ の 場 合 、 事 業 者 に お け る 信 用 確 認 の 内 容 と し て ユ ー ザ の 住 所 の 確

認 が 行 わ れ 、 住 所 確 認 可 能 書 類 が 事 業 者 に 保 管 さ れ て い る ユ ー ザ が 使 用 し て い る 仮 名 で あ

る こ と を 保 証 す る 保 証 通 知 書 が 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 送 ら れ る 。

【 ０ １ ２ ８ 】

　 な お 、 保 証 通 知 書 に は 、 事 業 者 で あ る 仮 名 信 用 保 証 株 式 会 社 の 保 証 印 で あ る 電 子 署 名 も

付 与 さ れ る 。

　 ま た 、 図 ７ で は 仮 名 情 報 Ａ に ハ ン ド ル ネ ー ム が 登 録 さ れ て い る ユ ー ザ の 場 合 を 示 し て い

る が 、 ハ ン ド ル ネ ー ム が 登 録 さ れ て い な い 場 合 に は 「 ハ ン ド ル ネ ー ム の 」 の 部 分 が 削 除 さ

れ た も の と な る 。

【 ０ １ ２ ９ 】

　 た だ し 、 図 ７ は あ く ま で も 一 例 で あ っ て 、 例 え ば 、 文 章 部 分 （ 「 仮 名 （ 第 ２ 特 定 情 報 ）

を 使 用 す る ハ ン ド ル ネ ー ム の ユ ー ザ は 、 弊 社 に お き ま し て 、 現 住 所 の 確 認 済 み の ユ ー ザ で

あ り 、 弊 社 に そ の 現 住 所 が 確 認 で き る 住 所 確 認 可 能 書 類 が 保 管 さ れ て い る こ と を 保 証 し ま

す 。 」 ） が 、 事 業 者 が 保 証 す る こ と を 示 す デ ザ イ ン （ ア イ コ ン ） に な っ て い て も よ く 、 こ

の 場 合 も 保 証 通 知 書 に は 、 事 業 者 で あ る 仮 名 信 用 保 証 株 式 会 社 の 保 証 印 で あ る 電 子 署 名 が

付 与 さ れ る 。

【 ０ １ ３ ０ 】

　 一 方 、 例 え ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 が 、 登 録 時 の 信 用 確 認 の 内 容 が ユ ー ザ の 本 人

の 確 認 で あ っ た こ と に 対 応 し て 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に ユ ー ザ の 使 用 す る 仮 名 が 確 か に 事 業

者 に よ っ て 本 人 確 認 済 み で あ る ユ ー ザ が 使 用 し て い る も の で あ る こ と を 保 証 す る 保 証 通 知

だ け で あ る 場 合 に は 、 実 名 や 現 住 所 と い っ た 個 人 情 報 を 開 示 し な い 形 で 本 人 確 認 が さ れ て

い る こ と の 保 証 通 知 が 行 わ れ る 。

【 ０ １ ３ １ 】

　 こ の 場 合 、 図 ７ の 保 証 を 行 う 文 章 部 分 が 、 例 え ば 「 仮 名 （ 第 ２ 特 定 情 報 ） を 使 用 す る ハ

ン ド ル ネ ー ム の ユ ー ザ は 、 弊 社 に お き ま し て 、 本 人 確 認 済 み の ユ ー ザ で あ り 、 弊 社 に そ の

本 人 確 認 で き る 本 人 確 認 可 能 書 類 が 保 管 さ れ て い る こ と を 保 証 し ま す 。 」 等 と な る 。

【 ０ １ ３ ２ 】

　 な お 、 こ の 場 合 で も 文 章 部 分 （ 「 仮 名 （ 第 ２ 特 定 情 報 ） を 使 用 す る ハ ン ド ル ネ ー ム の ユ

ー ザ は 、 弊 社 に お き ま し て 、 本 人 確 認 済 み の ユ ー ザ で あ り 、 弊 社 に そ の 本 人 確 認 で き る 本

人 確 認 可 能 書 類 が 保 管 さ れ て い る こ と を 保 証 し ま す 。 」 ） が 、 事 業 者 が 保 証 す る こ と を 示

す デ ザ イ ン （ ア イ コ ン ） に な っ て い て も よ い 。

【 ０ １ ３ ３ 】

　 な お 、 第 ３ 者 に よ っ て は 、 住 所 確 認 可 能 書 類 や 本 人 確 認 可 能 書 類 の 提 示 を 求 め る 者 も あ

る と 考 え ら れ 、 例 え ば 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 （ 保 証 連 絡 ） が 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に

、 仮 名 を 利 用 す る ユ ー ザ の 住 所 確 認 済 み の 保 証 通 知 を 通 知 す る 要 求 で あ り 、 そ の 要 求 （ 保

証 連 絡 ） に 、 事 業 者 （ 事 業 者 装 置 ２ ０ ） が 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 保 証 通 知 を 行 う 際 に 、 事 業

者 の 信 用 確 認 の 際 に ユ ー ザ か ら 提 供 さ れ 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ て い る 住 所 確 認 が 行

え る 住 所 確 認 可 能 書 類 も 提 示 す る 指 示 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 図 ７

に 示 し た 保 証 通 知 書 に 加 え 、 保 証 通 知 の 際 に 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 （ 保 証 連 絡 ） で

指 定 さ れ た 住 所 確 認 可 能 書 類 も 併 せ て 送 付 し て 提 示 す る よ う に す る 。

【 ０ １ ３ ４ 】

　 ま た 、 同 様 に 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 （ 保 証 連 絡 ） が 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 、 仮 名
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を 利 用 す る ユ ー ザ の 本 人 確 認 済 み の 保 証 通 知 を 通 知 す る 要 求 で あ り 、 そ の 要 求 （ 保 証 連 絡

） に 、 事 業 者 （ 事 業 者 装 置 ２ ０ ） が 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 保 証 通 知 を 行 う 際 に 、 事 業 者 の 信

用 確 認 の 際 に ユ ー ザ か ら 提 供 さ れ 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ て い る 本 人 確 認 が 行 え る 本

人 確 認 可 能 書 類 も 提 示 す る 指 示 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 保 証 通 知 書

に 加 え 、 保 証 通 知 の 際 に 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 （ 保 証 連 絡 ） で 指 定 さ れ た 本 人 確 認

可 能 書 類 も 併 せ て 送 付 し て 提 示 す る よ う に す る 。

【 ０ １ ３ ５ 】

　 さ ら に 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら の 要 求 （ 保 証 連 絡 ） が 、 保 証 連 絡 で 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に ユ

ー ザ の 氏 名 （ 実 名 ） 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 の う ち の い ず れ か を 提 示 す

る 指 示 が 含 ま れ る 場 合 、 ユ ー ザ の 仮 名 （ 第 ２ 特 定 情 報 ） が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通

知 の 際 に 、 ユ ー ザ の 氏 名 （ 実 名 ） 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 の う ち の 指 定

さ れ た 内 容 を 提 示 す る 。

　 こ の 場 合 、 例 え ば 、 図 ７ に 示 し た 保 証 通 知 書 の 一 部 に 、 指 定 さ れ た 内 容 （ ユ ー ザ の 氏 名

（ 実 名 ） 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 及 び 、 電 話 番 号 ） を 追 記 し た も の と す れ ば よ い 。

【 ０ １ ３ ６ 】

　 以 上 の よ う に し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 保 証 通 知 を 行 う 保 証 通 知 処

理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） を 実 行 す る と 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る こ と に な る が 、 監 視 ル

ー プ 処 理 に 戻 る 前 に 、 図 ４ で は 、 図 示 を 省 略 し て い る が 、 先 に 説 明 し た よ う に 、 事 業 者 装

置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ に 保 証 通 知 を 行 っ た 履 歴 の 記 録 を 行

う 。

【 ０ １ ３ ７ 】

　 次 に 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ を 操 作 し 、 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 内 容 変 更 申 請

（ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ） が あ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ が Ｙ Ｅ Ｓ と な り 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ

ッ プ Ｓ ５ １ に 進 む 。

【 ０ １ ３ ８ 】

　 な お 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら 登 録 内 容 変 更 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ） が

あ る と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 登 録 内 容 の 変 更 を 行 う 登 録 内 容 変 更 処

理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） を 実 行 す る こ と に な る が 、 こ こ で も 、 先 ほ ど と 同 様 に 、 ま ず 、 登 録

内 容 変 更 の 要 求 が 正 規 の ユ ー ザ か ら で あ る か を 確 認 す る た め に 認 証 を 行 い 、 認 証 を ク リ ア

し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） に 登 録 内 容 変 更 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） を 実 行 す る

。

【 ０ １ ３ ９ 】

　 こ こ で の 認 証 も 先 ほ ど と 同 様 で あ る た め 、 簡 単 に 説 明 す る に 留 め る が 、 登 録 内 容 変 更 申

請 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に イ ン ス ト ー ル さ れ て い る ア プ リ ケ ー シ ョ ン で

行 う こ と に な り 、 こ の 申 請 が 行 わ れ る と き に は 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に

ア プ リ ケ ー シ ョ ン ご と に 与 え ら れ た 事 業 者 以 外 に 公 開 さ れ な い ユ ニ ー ク な 識 別 情 報 （ ア プ

リ 識 別 情 報 ） を 含 む 認 証 情 報 が 送 ら れ る こ と に な る 。

【 ０ １ ４ ０ 】

　 し た が っ て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ （ イ ン ス ト ー ル さ れ た ア プ リ ケ ー シ ョ

ン ） が 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 内 容 変 更 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ） を 行 う 際 に 連 絡 す る ア プ リ

識 別 情 報 を 含 む 認 証 情 報 と 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 を 含 む 認 証

情 報 に 基 づ い た 認 証 を 行 い 、 認 証 を ク リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 登 録 内

容 変 更 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） を 実 行 す る 。

【 ０ １ ４ １ 】

　 具 体 的 に は 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ か ら 事 業 者 装 置 ２ ０ に 登 録 内 容 変 更 申 請 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０

） が 行 わ れ る 場 合 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ は 、 認 証 情 報 と し て 、 先 に 説 明 し た ア プ リ 識 別 情 報 と

第 ２ 特 定 情 報 と を 事 業 者 装 置 ２ ０ に 向 け て 送 信 し 、 そ れ を 受 信 し た 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ユ

ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ 中 の 第 ２ 特 定 情 報 が 登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 参 照 し 、

そ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 登 録 さ れ て い る ア プ リ 識 別 情 報 と 、 送 信 さ れ て き た ア プ リ 識 別

情 報 が 一 致 す る か を 確 認 し 、 一 致 し た 場 合 に は 、 認 証 を ク リ ア し た も の と 判 定 （ ス テ ッ プ
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Ｓ ５ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） し 、 一 致 し な い 場 合 に は 認 証 を ク リ ア し な い も の と 判 定 （ ス テ ッ プ Ｓ ５

１ ： Ｎ Ｏ ） す る 。

【 ０ １ ４ ２ 】

　 そ し て 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 認 証 を ク リ ア し て い な い と 判 定 し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １

： Ｎ Ｏ ） 、 図 ４ で は 図 示 を 省 略 し て い る が 、 ユ ー ザ 装 置 １ ０ に 事 業 者 の 担 当 者 の 連 絡 先 （

例 え ば お 問 合 せ 電 話 番 号 ） を 送 信 し 、 ユ ー ザ に 事 業 者 の 担 当 者 と 連 絡 を 取 る こ と を 促 し 、

一 方 、 認 証 を ク リ ア し た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 登 録 内 容 変 更 が 正 規 の ユ ー ザ

か ら で あ る こ と が 確 認 で き た の で 、 登 録 内 容 変 更 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） を 実 行 す る 。

【 ０ １ ４ ３ 】

　 図 ８ は 登 録 内 容 変 更 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） を 実 行 す る と き に 事 業 者 装 置 ２ ０ が ユ ー ザ

装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 表 示 さ せ る 内 容 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 ０ １ ４ ４ 】

　 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ １ の 判 定 が Ｙ Ｅ Ｓ で あ る 場 合 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ユ

ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ （ 画 面 ） に 登 録 内 容 変 更 の 場 合 の 案 内 画 面 を 表 示 さ せ る 。

【 ０ １ ４ ５ 】

　 そ し て 、 ユ ー ザ が ユ ー ザ 装 置 １ ０ の 表 示 部 １ １ の 「 Ｙ Ｅ Ｓ 」 を ク リ ッ ク （ タ ッ チ ） す る

操 作 を 実 行 す る と 、 こ れ ま で と 同 様 に ウ ェ ブ カ メ ラ １ ２ が 受 付 担 当 者 に 接 続 さ れ 、 受 付 担

当 者 が ユ ー ザ か ら 登 録 内 容 の 変 更 点 等 を 伺 い 、 受 付 担 当 者 は 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ

Ｂ に 登 録 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に そ の 変 更 点 を 反 映 さ せ る 。

　 な お 、 変 更 内 容 に 伴 っ て 、 必 要 が あ れ ば 、 信 用 確 認 書 類 の デ ー タ の 変 更 等 も 行 わ れ る 。

【 ０ １ ４ ６ 】

　 一 方 、 ユ ー ザ に よ っ て 「 Ｎ Ｏ 」 が ク リ ッ ク さ れ た 場 合 に は 、 こ れ ま で と 同 様 に 、 ウ ェ ブ

カ メ ラ １ ２ を 使 用 せ ず に 登 録 内 容 の 変 更 を 行 う 方 法 、 例 え ば 、 最 寄 り の 登 録 内 容 の 変 更 の

行 え る 店 舗 （ 本 事 業 の 提 携 業 者 の 申 請 取 り 扱 い 店 舗 含 む ） の 紹 介 、 又 は 、 受 付 担 当 者 が ユ

ー ザ の 自 宅 に 伺 う 案 内 等 が 行 わ れ る 。

【 ０ １ ４ ７ 】

　 こ の よ う に し て 、 登 録 内 容 変 更 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ） が 完 了 す る と 、 事 業 者 装 置 ２ ０

は 、 次 に 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 登 録 内 容 変 更 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） を 実 行 し て 、 再 び

、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ４ ８ 】

　 こ の 登 録 内 容 変 更 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ

イ ル の 保 証 通 知 発 行 履 歴 Ｃ を 参 照 し 、 保 証 通 知 内 容 に 今 回 の 変 更 点 に 関 連 す る 内 容 が 含 ま

れ て い る 保 証 通 知 を 以 前 に 行 っ た 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 変 更 が 生 じ た 旨 の 連 絡 を 行 う 処 理 で

あ る 。

【 ０ １ ４ ９ 】

　 例 え ば 、 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 今 回 の 変 更 点 が 電 話 番 号 の 変 更 で あ り 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ に

以 前 に 通 知 し た 保 証 通 知 （ 保 証 通 知 に 添 付 の 保 証 通 知 書 ） に 電 話 番 号 が 登 録 さ れ て い る こ

と を 保 証 す る 内 容 、 又 は 、 ユ ー ザ の 希 望 に よ り 電 話 番 号 の 提 示 が 行 わ れ て い る 場 合 に 、 そ

の 保 証 通 知 を 通 知 し た 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 、 電 話 番 号 の 変 更 が 生 じ た 旨 の 登 録 内 容 変 更 通

知 を 行 う 。

【 ０ １ ５ ０ 】

　 な お 、 こ の 登 録 内 容 変 更 通 知 は 、 個 人 情 報 に 該 当 す る 変 更 後 の 電 話 番 号 を 開 示 す る 通 知

で は な く 、 あ く ま で も 、 以 前 に 行 っ た 保 証 通 知 の と き の 電 話 番 号 と 異 な る 電 話 番 号 が 登 録

さ れ た 旨 を お 知 ら せ し 、 第 ３ 者 か ら ユ ー ザ に 保 証 通 知 の 再 通 知 を 事 業 者 に お 願 い す る こ と

を 求 め る こ と を 促 す も の で あ る 。

【 ０ １ ５ １ 】

　 こ の よ う に 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 第 ３ 者 装 置 ３ ０ へ の 保 証 通 知 後 に 、 ユ ー ザ の 信 用 確 認 済

み の 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 場 合 、 登 録 内 容 変 更 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） と し て 、 保 証

通 知 を 行 っ た 第 ３ 者 装 置 ３ ０ 宛 に 信 用 確 認 済 み 内 容 に 変 更 が 発 生 し た 旨 の 通 知 を 行 い 、 再

び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。
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【 ０ １ ５ ２ 】

　 以 上 の よ う な 本 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ に よ れ ば 、 事 業 者 が 仮 名 に 対 し て 信 用 保

証 す れ ば よ い だ け の 場 合 に は 、 ユ ー ザ は 実 名 等 の 個 人 情 報 を 開 示 す る こ と な く 、 第 ３ 者 と

の 商 取 引 等 を 行 う こ と が で き る 。

【 ０ １ ５ ３ 】

　 ま た 、 ユ ー ザ が 求 め る 場 合 に は 、 第 ３ 者 に ユ ー ザ が 指 定 す る 個 人 情 報 等 の 提 示 も 行 わ れ

る た め 、 商 取 引 等 を 円 滑 に 進 め る こ と が で き る 。

　 な お 、 上 記 で は 、 主 に 商 取 引 を 念 頭 に 説 明 を 行 っ た が 、 商 取 引 以 外 の 場 面 で も 、 同 様 に

、 仮 名 に 信 用 保 証 が 必 要 な 場 合 も あ る こ と か ら 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 商 取 引 の 場 面 に の

み 適 用 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ １ ５ ４ 】

（ 第 ２ 実 施 形 態 ）

　 次 に 、 本 発 明 に 係 る 第 ２ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ に つ い て 説 明 す る 。

　 図 ９ は 、 本 発 明 に 係 る 第 ２ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

　 な お 、 第 ２ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ も 第 １ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と 多 く

の 点 で 類 似 し て お り 、 以 下 で は 、 主 に 第 １ 実 施 形 態 と 異 な る 点 に つ い て 説 明 し 、 同 様 の 点

に つ い て は 説 明 を 省 略 す る 場 合 が あ る 。

【 ０ １ ５ ５ 】

　 図 ９ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 、 複 数 の 事 業 者 装 置 ２ ０ を 備 え

て お り 、 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 所 定 の 地 域 ご と に 設 け ら れ た も の に な っ て い る 。

　 図 ９ で は 、 所 定 の 地 域 と し て 、 ヨ ー ロ ッ パ （ 例 え ば 、 欧 州 連 合 （ Ｅ Ｕ ） ） 、 中 国 （ Ｃ Ｎ

） 、 日 本 （ Ｊ Ｐ ） 、 及 び 、 米 国 （ Ｕ Ｓ ） 等 を 想 定 し た も の に な っ て い る が 、 こ れ に 限 定 さ

れ る 必 要 は な く 、 例 え ば 、 ヨ ー ロ ッ パ 内 の 所 定 の 地 域 ご と に 事 業 者 装 置 ２ ０ が 設 け ら れ て

い て も よ い し 、 米 国 内 を 複 数 の 地 域 に 分 け て 地 域 ご と に 事 業 者 装 置 ２ ０ を 設 け る よ う に し

て も よ い 。

【 ０ １ ５ ６ 】

　 そ し て 、 地 域 ご と に 設 け ら れ た 事 業 者 装 置 ２ ０ が そ の 地 域 を 担 当 し て 、 第 １ 実 施 形 態 で

説 明 し た の と 同 様 の 処 理 を 実 行 す る 。

　 な お 、 各 事 業 者 装 置 ２ ０ の 構 成 自 体 は 、 図 ２ を 参 照 し て 説 明 し た 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者

装 置 ２ ０ と 同 様 で あ る 。

【 ０ １ ５ ７ 】

　 一 方 、 複 数 の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 存 在 す る こ と か ら 、 本 実 施 形 態 で は 、 先 の 第 １ 実 施 形 態

で 説 明 し た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 追 加 さ れ た 項 目 を 有 す る も の と し て い る 。

【 ０ １ ５ ８ 】

　 図 １ ０ は 、 本 発 明 に 係 る 第 ２ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 記 憶 部 ２ １ Ａ に 記 憶 さ れ て い

る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。

　 図 ３ と 図 １ ０ を 比 較 す る と わ か る よ う に 、 図 １ ０ に 示 す 第 ２ 実 施 形 態 の ユ ー ザ 情 報 フ ァ

イ ル で は 、 仮 名 情 報 Ａ に 第 ３ 特 定 情 報 が 追 加 さ れ た も の に な っ て い る 。

【 ０ １ ５ ９ 】

　 こ の 第 ３ 特 定 情 報 は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ に 固 有 の ユ ニ ー ク な 情 報 に な っ て お り 、 図 １ ０ に

示 す ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル は 、 仮 名 を 登 録 す る 処 理 を 実 行 す る 事 業 者 装 置 ２ ０ が 作 成 す る こ

と に な る た め 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に は 、 仮 名 を 登 録 す る 処 理 を 実 行 し た 事 業 者 装 置 ２ ０

に 固 有 の ユ ニ ー ク な 第 ３ 特 定 情 報 が 登 録 さ れ る こ と に な る 。

【 ０ １ ６ ０ 】

　 そ し て 、 こ の 第 ３ 特 定 情 報 は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ 間 で 仮 名 を 識 別 す る 必 要 が あ る 場 合 の た

め に 仮 名 に 使 用 さ れ る 。

　 具 体 的 に は 、 第 １ 実 施 形 態 で は 、 仮 名 は 第 ２ 特 定 情 報 を そ の ま ま 使 用 す る も の と し て い

た が 、 本 実 施 形 態 で は 、 同 一 の 事 業 者 装 置 ２ ０ 内 で の 仮 名 の 取 り 扱 い に お い て は 、 仮 名 と

し て 第 ２ 特 定 情 報 を 使 用 し 、 事 業 者 装 置 ２ ０ 間 で 仮 名 を 取 り 扱 う 場 合 に は 、 仮 名 と し て 第

２ 特 定 情 報 の 先 頭 に 第 ３ 特 定 情 報 を 加 え た も の と し て お り 、 仮 名 が 第 ２ 特 定 情 報 を 含 む だ
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け で な く 、 第 ３ 特 定 情 報 も 含 む も の に な っ て い る 。

　 な お 、 同 一 の 事 業 者 装 置 ２ ０ 内 で の 仮 名 の 取 り 扱 い に お い て も 、 第 ２ 特 定 情 報 と 第 ３ 特

定 情 報 を 含 む 仮 名 と し て 取 り 扱 っ て も よ い こ と は 言 う ま で も な い 。

【 ０ １ ６ １ 】

　 こ の よ う に 、 第 ３ 特 定 情 報 は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ 上 の ユ ー ザ の 仮 名 に 使 用 す る 付 加 情

報 に な っ て お り 、 そ う す る こ と で 、 事 業 者 装 置 ２ ０ 間 で 見 た と き に 、 同 じ 仮 名 （ 第 ２ 特 定

情 報 ） が 存 在 し た と し て も 、 第 ３ 特 定 情 報 を 仮 名 に 付 加 し て い る こ と で 、 事 業 者 装 置 ２ ０

間 で 見 て も 仮 名 の 一 義 性 （ ユ ニ ー ク さ ） を 担 保 す る こ と が 可 能 と な る 。

【 ０ １ ６ ２ 】

　 た だ し 、 複 数 の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 存 在 す る 場 合 に 、 第 ３ 特 定 情 報 が 必 須 の 要 件 と い う わ

け で は な い 。

　 例 え ば 、 仮 名 を 登 録 す る 処 理 を 実 行 す る と き に 、 第 ２ 特 定 情 報 と し て 事 業 者 装 置 ２ ０ 間

で 見 て も ユ ニ ー ク な 情 報 と な る も の を 与 え て お く よ う に す れ ば 、 第 ３ 特 定 情 報 は 不 要 で あ

る 。

【 ０ １ ６ ３ 】

　 そ し て 、 以 上 の よ う な 本 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ に お い て も 第 １ 実 施 形 態 と 同 様

の 効 果 を 奏 す る こ と が で き る 。

　 ま た 、 本 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ で あ れ ば 、 所 定 の 地 域 ご と に 事 業 者 装 置 ２ ０ が

設 け ら れ て い る た め 、 そ の 地 域 ご と に き め 細 や か な サ ポ ー ト が 行 い や す く な る だ け で な く

、 メ ン テ ナ ン ス 等 で い ず れ か の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 休 止 す る と き に 、 別 の 事 業 者 装 置 ２ ０ に

処 理 を 一 時 に 行 わ せ る こ と も 可 能 で あ る 。

【 ０ １ ６ ４ 】

（ 第 ３ 実 施 形 態 ）

　 次 に 、 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ に つ い て 説 明 す る 。

　 図 １ １ は 、 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ を 説 明 す る た め の 図 で あ る

。

　 な お 、 第 ３ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ も 第 ２ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ と 多 く

の 点 で 類 似 し て お り 、 以 下 で は 、 主 に 第 ２ 実 施 形 態 と 異 な る 点 に つ い て 説 明 し 、 同 様 の 点

に つ い て は 説 明 を 省 略 す る 場 合 が あ る 。

【 ０ １ ６ ５ 】

　 図 １ １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 で も 第 ２ 実 施 形 態 と 同 様 に 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 、

複 数 の 事 業 者 装 置 ２ ０ を 備 え て い る が 、 本 実 施 形 態 で は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ の う ち の １ つ が

メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ と さ れ 、 そ れ 以 外 の 事 業 者 装 置 ２ ０ が サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ と さ

れ て い る 。

【 ０ １ ６ ６ 】

　 そ し て 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 何 ら か の 処 理 を 行 っ た 場 合 に は 、 そ の 処 理 内 容 が サ ブ

の 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ に 送 ら れ 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 そ

れ 以 外 の サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 行 っ た 処 理 内 容 を 全 て コ ピ ー と し て 有 す る も の に な っ て

い る 。

【 ０ １ ６ ７ 】

　 な お 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ 、 及 び 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 構 成 自 体 は 、 図 ２ を 参

照 し て 説 明 し た 第 １ 実 施 形 態 の 事 業 者 装 置 ２ ０ と 同 様 で あ る 。

　 た だ し 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ は 、 各 サ ブ の 事 業 者 装

置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 記 憶 さ れ る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 登 録 さ れ た も の

に な っ て い る 。

【 ０ １ ６ ８ 】

　 よ り 詳 細 に 、 図 １ ２ 及 び 図 １ ３ を 参 照 し て 本 実 施 形 態 に お け る サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ と

メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 に つ い て 説 明 す る 。

　 図 １ ２ は 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 を 説 明 す る た め

の 図 で あ り 、 図 １ ３ は 本 発 明 に 係 る 第 ３ 実 施 形 態 の メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 を
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説 明 す る た め の 図 で あ る 。

【 ０ １ ６ ９ 】

　 ま ず 、 図 １ ２ を 参 照 し な が ら 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 の 流 れ に つ い て 説 明 す

る 。

　 た だ し 、 図 ４ と 図 １ ２ を 見 比 べ れ ば わ か る 通 り 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 処 理 は 、 多 く

の 点 で 、 第 １ 実 施 形 態 で 説 明 し た 事 業 者 装 置 ２ ０ の 処 理 と 同 様 で あ る た め 、 以 下 で は 、 主

に 異 な る 点 に つ い て だ け 説 明 を 行 い 、 第 １ 実 施 形 態 で 説 明 し た 内 容 と 同 様 の 点 に つ い て は

説 明 を 省 略 す る 場 合 が あ る 。

【 ０ １ ７ ０ 】

　 第 １ 実 施 形 態 で は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 第 １ 特 定 情

報 共 通 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 、 保 証 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） 、 及 び 、 登 録 内 容

変 更 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） を 実 行 し た 後 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る も の と な っ

て い た 。

【 ０ １ ７ １ 】

　 一 方 、 本 実 施 形 態 の サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 初 回 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 第 １

特 定 情 報 共 通 登 録 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 、 保 証 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ） 、 及 び 、 登

録 内 容 変 更 通 知 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） を 実 行 し た 後 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ に 処 理 内

容 の 通 知 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ３ 、 及 び 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ４ ） を 行 っ た 後 、 監 視

ル ー プ 処 理 に 戻 る も の に な っ て い る 。

【 ０ １ ７ ２ 】

　 こ の た め 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 サ ブ の 各 事 業 者 装 置 ２ ０ が ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル

に 関 す る 処 理 （ ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 新 規 の 登 録 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 変 更 等 ） を

行 う と 、 そ の サ ブ の 各 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 関 す る 処 理 （ ユ ー ザ 情 報

フ ァ イ ル の 新 規 の 登 録 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 変 更 等 ） の 内 容 の 通 知 を 受 け 取 る こ と

に な り 、 そ れ を メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ の 記 憶 に 反 映 さ せ

る こ と で 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 全 て の サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領

域 ２ １ Ａ Ｂ に 記 憶 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 記 憶 し た も の と な っ て い る 。

【 ０ １ ７ ３ 】

　 一 方 、 基 本 的 に は 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ が ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル に 関 す る 処 理 （ ユ ー ザ

情 報 フ ァ イ ル の 新 規 の 登 録 、 ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 変 更 等 ） を 行 う と 、 先 に 説 明 し た

よ う に 、 そ の 処 理 内 容 が メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ に 反 映 さ れ る た め 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置

２ ０ に 登 録 さ れ て い る ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル は 最 新 の 状 態 に な る よ う に な っ て い る 。

【 ０ １ ７ ４ 】

　 し か し 、 本 実 施 形 態 で は 、 念 の た め に 、 定 期 的 に メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 、 サ ブ の 事

業 者 装 置 ２ ０ に ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 照 会 要 求 を 送 り 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら 最 新 の

ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 を 通 知 し て も ら う よ う に し て い る 。

　 な お 、 こ の 照 会 要 求 は 全 て の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 照 会 要 求 だ け で な く 、 特 定 の 期 間 に

登 録 さ れ た ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル だ け の 照 会 要 求 の 場 合 も あ る 。

【 ０ １ ７ ５ 】

　 こ の た め 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 処 理 で は 、 メ イ ン の 事 業 者 装

置 ２ ０ か ら の 照 会 要 求 が あ っ た か を 判 定 す る ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ （ メ イ ン か ら の 照 会 要 求 ） が

追 加 さ れ て お り 、 メ イ ン か ら の 照 会 要 求 が あ っ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 ス テ

ッ プ Ｓ ６ １ に 進 ん で 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら の 照 会 要 求 に 従 っ た デ ー タ （ ユ ー ザ 情

報 フ ァ イ ル の デ ー タ ） を メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ に 通 知 し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る

も の に な っ て い る 。

　 な お 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ が Ｎ Ｏ の 場 合 に は 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ １ に 進 ま ず に 監 視 ル ー プ 処 理 が

続 行 さ れ る 。

【 ０ １ ７ ６ 】

　 次 に 、 図 １ ３ を 参 照 し な が ら 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 主 な 処 理 の 流 れ に つ い て 説 明

す る 。
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　 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 処 理 を 開 始 す る と 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０

、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ 、 及 び 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ の い ず れ か の ス テ ッ プ が Ｙ Ｅ Ｓ と な る の を 監 視

す る 監 視 ル ー プ 処 理 を 実 行 す る 。

【 ０ １ ７ ７ 】

　 そ し て 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 事 業 者 の 操 作 に よ っ て 、 事 業 者 装 置 停 止 処 理 を 受

け る と （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 処 理 を 終 了 す る こ と に な り 、 こ の 点 は 、 こ れ ま で と

同 様 で あ る 。

【 ０ １ ７ ８ 】

　 一 方 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 処 理 を 行 っ た 後 に 通 知 す る

サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 処 理 内 容 通 知 を 受 け る と （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 そ の 通 知

さ れ た 処 理 内 容 通 知 の 内 容 を 反 映 （ ス テ ッ プ Ｓ ７ １ ） し 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ７ ９ 】

　 例 え ば 、 一 例 と し て は 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ が 新 規 の ユ ー ザ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の

登 録 を 行 っ た 場 合 、 処 理 内 容 通 知 と し て 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら そ の 新 規 の ユ ー ザ の

ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 内 容 が 通 知 さ れ る の で 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 ス テ ッ プ Ｓ ７

１ で 、 そ の 新 規 の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２

１ Ａ Ｂ の 記 憶 に 反 映 さ せ 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ８ ０ 】

　 ま た 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ へ の 定 期 的 な 照 会 の タ イ ミ ン

グ に な る と （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ １ に 進 み 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０

に 照 会 要 求 の 通 知 を 行 う 。

【 ０ １ ８ １ 】

　 そ し て 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 照 会 要 求 に 従 っ た サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ か ら の デ

ー タ の 通 知 を 受 け 取 っ た か を 監 視 し （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ２ ） 、 照 会 要 求 に 従 っ た サ ブ の 事 業 者

装 置 ２ ０ か ら の デ ー タ の 通 知 を 受 け る と （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ２ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 サ ブ の 事 業 者 装 置

２ ０ か ら 通 知 さ れ た デ ー タ （ ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の デ ー タ ） の 内 容 を メ イ ン の 事 業 者 装 置

２ ０ の ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ の 記 憶 （ ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ の ユ ー ザ 情 報 フ

ァ イ ル ） に 反 映 さ せ （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ３ ） 、 再 び 、 監 視 ル ー プ 処 理 に 戻 る 。

【 ０ １ ８ ２ 】

　 こ の よ う に 、 第 ３ 実 施 形 態 の 信 用 保 証 シ ス テ ム １ は 、 事 業 者 装 置 ２ ０ の う ち の １ つ の 事

業 者 装 置 ２ ０ が メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ と さ れ 、 残 る 事 業 者 装 置 ２ ０ が サ ブ の 事 業 者 装 置

２ ０ と さ れ 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ と サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ と の

間 で デ ー タ の 共 有 化 （ 図 １ １ の 太 矢 印 参 照 ） が 行 わ れ る 構 成 に な っ て お り 、 必 要 に 応 じ て

メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ が ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 一 元 管 理 を 行 う こ と が で き る よ う に な っ

て い る 。

【 ０ １ ８ ３ 】

　 な お 、 本 実 施 形 態 で は 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ は 、 信 用 保 証 シ ス テ ム １ 全 体 の ユ ー ザ

情 報 フ ァ イ ル を 保 持 し 、 必 要 に 応 じ て 、 サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル の 復

元 等 が 可 能 な も の に 留 ま っ て い る が 、 メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ が サ ブ の 事 業 者 装 置 ２ ０ と

同 様 の 処 理 を 行 う も の に な っ て い て も よ い 。

【 ０ １ ８ ４ 】

　 こ の 場 合 、 図 １ ３ に 示 し た メ イ ン の 事 業 者 装 置 ２ ０ の 処 理 に 図 ４ に 示 し た 処 理 を 加 え る

よ う に す れ ば よ い 。

　 つ ま り 、 監 視 ル ー プ 処 理 が 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ 、 ス テ

ッ プ Ｓ ２ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ 、 及 び 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ で 構 成 さ れ る よ う

に し 、 こ れ ま で 説 明 し た 処 理 が 実 行 さ れ る よ う に す れ ば よ い 。

【 ０ １ ８ ５ 】

　 以 上 、 具 体 的 な 実 施 形 態 に 基 づ い て 、 本 発 明 に つ い て 説 明 し て き た が 、 本 発 明 は 、 上 記

の 具 体 的 な 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ １ ８ ６ 】
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　 例 え ば 、 上 記 実 施 形 態 で は 事 業 者 が 株 式 会 社 等 の 法 人 で あ る 場 合 に つ い て 説 明 し た が 、

事 業 者 は 、 こ れ に 限 ら れ ず 、 国 や 地 方 公 共 団 体 等 で あ っ て も よ く 、 国 と 地 方 公 共 団 体 が 協

力 し て 事 業 者 を 構 成 し て も よ く 、 複 数 の 国 が 協 力 し て 事 業 者 を 構 成 し て い て も よ い 。

【 ０ １ ８ ７ 】

　 ま た 、 事 業 者 と 提 携 し て い る 企 業 （ 例 え ば 銀 行 ） や 行 政 機 関 が ユ ー ザ の 信 用 確 認 を 実 施

し 、 信 用 確 認 が 終 わ っ た 後 、 事 業 者 が 提 携 し て い る 企 業 （ 例 え ば 銀 行 ） や 行 政 機 関 か ら 信

用 確 認 書 類 の デ ー タ （ 例 え ば 、 Ｐ Ｄ Ｆ ） を 受 け 取 り 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 信 用

確 認 が 行 わ れ た 信 用 確 認 済 み の 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル を 登 録

す る も の と し て も よ い 。

【 ０ １ ８ ８ 】

　 さ ら に 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 第 ３ 者 が ユ ー ザ の 両 取 引 等 の 相 手 で あ る 場 合 に つ い て 説 明

し た が 、 例 え ば 、 第 ３ 者 が ユ ー ザ と ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス や ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト

ワ ー ク ゲ ー ム で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン す る 相 手 で あ っ て も よ い 。

【 ０ １ ８ ９ 】

　 こ の 場 合 、 第 ３ 者 も 個 人 情 報 を 明 か さ ず に 仮 名 で ユ ー ザ と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 行 い た

い 場 合 が あ り 、 し た が っ て 、 第 ３ 者 の 第 ３ 者 装 置 ３ ０ が 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ の ユ

ー ザ 装 置 １ ０ に な る 場 合 が あ る 。

【 ０ １ ９ ０ 】

　 こ の 場 合 に は 、 一 方 の ユ ー ザ が 他 方 の ユ ー ザ に 対 し て 事 業 者 に 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ

る 旨 の 保 証 通 知 を 行 っ て も ら う と と も に 、 他 方 の ユ ー ザ が 一 方 の ユ ー ザ に 対 し て 事 業 者 に

仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知 を 行 っ て も ら う こ と に な る が 、 上 記 で 説 明 し た 内

容 が 特 段 変 わ る も の で は な い 。

【 ０ １ ９ １ 】

　 つ ま り 、 こ の 状 態 を 個 別 に 見 れ ば 、 一 方 の ユ ー ザ が 他 方 の ユ ー ザ に 対 し て 事 業 者 に 仮 名

が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知 を 行 っ て も ら う 場 合 に は 、 一 方 の ユ ー ザ の 装 置 が ユ ー

ザ 装 置 １ ０ と な り 他 方 の ユ ー ザ の 装 置 が 第 ３ 者 装 置 ３ ０ と な り 、 逆 に 、 他 方 の ユ ー ザ が 一

方 の ユ ー ザ に 対 し て 事 業 者 に 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知 を 行 っ て も ら う 場 合

に は 、 他 方 の ユ ー ザ の 装 置 が ユ ー ザ 装 置 １ ０ と な り 、 一 方 の ユ ー ザ の 装 置 が 第 ３ 者 装 置 ３

０ と な る だ け で あ り 、 何 ら 上 記 で 説 明 し た 内 容 が 変 わ る も の で は な い 。

【 ０ １ ９ ２ 】

　 上 記 実 施 形 態 で は 、 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域 ２ １ Ａ Ｂ に 各 ユ ー ザ の ユ ー ザ 情 報 フ ァ イ ル が 保

存 さ れ て い る 場 合 に つ い て 示 し た が 、 各 ユ ー ザ の 情 報 が ユ ー ザ 情 報 デ ー タ ベ ー ス に な っ て

い て も よ い 。

【 ０ １ ９ ３ 】

　 こ の よ う に 本 発 明 は 具 体 的 な 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 適 宜 、 変 形 や 改 良 を

施 し た も の も 本 発 明 の 技 術 的 範 囲 に 含 ま れ る も の で あ り 、 そ の こ と は 、 当 業 者 に と っ て 特

許 請 求 の 範 囲 の 記 載 か ら 明 ら か で あ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ １ ９ ４ 】

１ 　 信 用 保 証 シ ス テ ム

１ ０ 　 ユ ー ザ 装 置

１ １ 　 表 示 部

１ ２ 　 ウ ェ ブ カ メ ラ

２ ０ 　 事 業 者 装 置

２ １ 　 本 体 部

２ １ Ａ 　 記 憶 部

２ １ Ａ Ａ 　 プ ロ グ ラ ム 記 憶 領 域

２ １ Ａ Ｂ 　 ユ ー ザ 情 報 記 憶 領 域

２ １ Ａ Ｃ 　 一 時 記 憶 領 域

２ １ Ａ Ｄ 　 そ の 他 記 憶 領 域
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２ １ Ｂ 　 Ｃ Ｐ Ｕ

２ １ Ｃ 　 通 信 部

２ １ Ｄ 　 バ ス

２ ２ 　 表 示 部

２ ３ 　 操 作 部

３ ０ 　 第 ３ 者 装 置

Ａ 　 仮 名 情 報

Ｂ 　 ユ ー ザ 実 情 報

Ｃ 　 保 証 通 知 発 行 履 歴

Ｄ 　 信 用 確 認 書 類 デ ー タ

【 要 約 】

【 課 題 】 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る ユ ー ザ の 仮 名 に 信 用 を 与 え 、 個 人 情 報 等 を 開 示 し な け れ

ば な ら な い 場 面 を 抑 制 す る こ と が で き る 信 用 保 証 シ ス テ ム を 提 供 す る 。

【 解 決 手 段 】 本 発 明 の 信 用 保 証 シ ス テ ム （ １ ） は 、 仮 名 に 信 用 を 与 え る 信 用 保 証 シ ス テ ム

（ １ ） で あ っ て 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 で き 、 仮 名 の 利 用 を 希 望 す る ユ ー ザ の ユ ー ザ 装 置 （

１ ０ ） と 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 で き 、 信 用 確 認 済 み の ユ ー ザ の 仮 名 が 登 録 さ れ 、 仮 名 の 信

用 を 保 証 す る 事 業 者 の 事 業 者 装 置 （ ２ ０ ） と 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 で き 、 ユ ー ザ 装 置 （ １

０ ） 、 及 び 、 事 業 者 装 置 （ ２ ０ ） と 通 信 可 能 な 第 ３ 者 装 置 （ ３ ０ ） と 、 を 備 え 、 事 業 者 装

置 （ ２ ０ ） は 、 ユ ー ザ 装 置 （ １ ０ ） か ら 信 用 を 保 証 す る 保 証 連 絡 の 必 要 な 第 ３ 者 装 置 （ ３

０ ） の 連 絡 を 受 け る と 、 第 ３ 者 装 置 （ ３ ０ ） 宛 に 仮 名 が 信 用 確 認 済 み で あ る 旨 の 保 証 通 知

を 行 う 。

【 選 択 図 】 図 １

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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